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【公開版】

１．文章中の下線部は，Ｒ 8からＲ９への変更箇所を示す。 

２．本資料（Ｒ９）は，「火山防護設計の基本方針に関する腐食に対する設計につ

いてＲ８」に対し，第２回申請を踏まえ、修正したものである。
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1. 概要 

本資料は，再処理施設の第１回設工認申請(令和２年 12 月 24 日申請)，第２回設工認

申請(令和４年 12 月 26 日申請)，MOX 燃料加工施設に対する第１回設工認申請(令和２年

12月 24日申請)，第２回設工認申請(令和５年 2月 28日申請)及び廃棄物管理施設の設工

認申請(令和４年 12 月 26 日申請)のうち，以下に示す添付書類の腐食に対する設計を補

足説明するものである。 

・再処理施設 添付書類「Ⅵ－１－１－１－４－３ 降下火砕物の影響を考慮する施設の

設計方針」 

・MOX燃料加工施設 添付書類「Ⅴ－１－１－１－４－３ 降下火砕物の影響を考慮する

施設の設計方針」 

・廃棄物管理施設 添付書類「Ⅲ－１－１－１－４－３ 降下火砕物の影響を考慮する施

設の設計方針」 

 

上記添付書類において，降下火砕物による腐食を考慮する建屋及び屋外構築物の機能

設計上の性能目標及び性能目標を達成するための機能設計の方針を示しており，本資料

では，腐食を考慮する建屋及び屋外構築物における降下火砕物による短期での腐食に対

する設計方針について，補足説明するものである。 

 

2. 降下火砕物による腐食の影響 

降下火砕物の特性として，降下火砕物に二酸化硫黄等を含む腐食性のガスが付着して

いる(1)ことが挙げられる。降下火砕物による腐食については，堆積した降下火砕物に雨水

などが浸透した際に降下火砕物に付着した二酸化硫黄等が溶出することによって生じる

最大でも pH=３(2)～(9)程度の酸性の液体（以下「溶出液」という。）による影響が主として

考えられる。 

 

3. 降下火砕物による腐食に対する設計方針 

降下火砕物が堆積することで腐食の影響を受けるおそれのある施設として，建屋，非常

用ディーゼル発電機等の降下火砕物を含む空気の流路となる施設，冷却塔等の屋外構築

物及び飛来物防護ネット等の波及的影響を及ぼし得る施設がある。これらの施設は，防水

処理や塗装を施工することにより，降下火砕物による短期での腐食が発生することのな

い設計としている。加えて，これらの施設は主にコンクリート，炭素鋼，アルミニウム，

ステンレス鋼（以下「腐食し難い材料」という。）で構成しており，それらの構成材につ

いては降下火砕物による腐食の影響により短期的に著しい損傷が生じるものではない(10)

～(12)。 

以下に，降下火砕物による腐食の影響を受けるおそれのある建屋，降下火砕物を含む空

気の流路となる施設，屋外構築物及び波及的影響を及ぼし得る施設について，降下火砕物

による腐食に対する設計方針を示す。 
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(1)建屋 

降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は，外壁に防食及び劣化損傷抑制を目的とし

て，コンクリートの躯体に有機系被覆材を塗装する。また，屋根部には浸水防止対策とし

て，防水処理を行う。 

上記の外壁及び屋根部に対する防食等のために実施している措置を踏まえると，降下

火砕物防護対象施設を収納する建屋は降下火砕物による短期での腐食を防止することが

できる。 

外壁塗装及び屋上防水の詳細については別添－１に示し，塗装及び腐食し難い材料の

詳細については別添－２に示す。 

 

(2)降下火砕物を含む空気の流路となる施設 

腐食の影響を受けるおそれのある空気の流路となる施設としては，ガラス固化体貯蔵

設備の収納管及び通風管，非常用ディーゼル発電機，安全空気圧縮装置，中央制御室換気

設備が対象となる。 

a.ガラス固化体貯蔵設備の収納管及び通風管 

ガラス固化体貯蔵設備の収納管及び通風管等で構成する貯蔵ピットの冷却空気流路

は，降下火砕物を含む空気の流路となる設備として防食等を考慮し，収納管及び通風

管に防食処理（アルミニウム溶射）を使用している。 

上記の防食等のために実施している措置を踏まえると，ガラス固化体貯蔵設備の収

納管及び通風管は降下火砕物による短期での腐食を防止することができる。 

塗装及び腐食し難い金属の詳細については別添－２に示す。 

b.非常用ディーゼル発電機 

非常用ディーゼル発電機は大きく分類するとディーゼル機関及び同期発電機から構

成され，このうち降下火砕物を含む空気の流路となる部位は，ディーゼル機関の吸気

消音器，過給機，空気冷却器，給気管，シリンダ，排気消音器で構成される。 

非常用ディーゼル発電機は運転中は乾燥した空気により連続通気状態であり，著し

い腐食環境になることはなく，降下火砕物による短期での腐食が発生することはな

い。 

c.安全空気圧縮装置 

安全空気圧縮装置は空気圧縮機本体，電動機，吸込フィルタ，吸込消音器，中間冷

却器，中間冷却ドレンセパレータとこれら全体を支持する支持架台及び別置きの後置

冷却器，後置冷却器ドレンセパレータによって構成される。 

安全空気圧縮装置は運転中は乾燥した空気により連続通気状態であり，著しい腐食

環境になることはなく，降下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 

d.中央制御室換気設備 

中央制御室換気設備はプレフィルタ，高性能粒子フィルタ，空調ユニット，送風

機，排風機，外気遮断ダンパで構成される。 

このうち降下火砕物を含む空気の流路となる部位は，上記部位すべてとなるが，高

性能粒子フィルタにより降下火砕物が捕獲されるため，当該フィルタの上流に設置さ

れるプレフィルタ，高性能粒子フィルタ，外気遮断ダンパが対象となる。 

4



3 

中央制御室換気設備のプレフィルタ，高性能粒子フィルタは，フィルタケーシング

とフィルタエレメントで構成されるが，ケーシングはアルキド樹脂系の塗装を行って

いる。また，フィルタエレメントは腐食し難い材料（アルミニウム製のフレームにグ

ラスファイバー製のろ材）を使用している。また，外気遮断ダンパはケーシングと羽

根で構成され各々炭素鋼を使用している。 

上記の防食等のために実施している措置を踏まえると，中央制御室換気設備は降下

火砕物による短期での腐食を防止することができる。 

塗装及び腐食し難い金属の詳細については別添－２に示す。 

 

(3)屋外構築物 

腐食の影響を受けるおそれのある屋外構築物としては，冷却塔(膨張槽及び液位計含

む)及び主排気筒(屋外配管及び屋外ダクト含む)が対象となる。 

当該施設の降下火砕物による腐食に対する設計方針を以下に示す。 

a.冷却塔(膨張槽及び液位計含む) 

冷却塔は，支持架構，ファン駆動部，管束及び配管で構成される。 
冷却塔は，屋外に設置する設備として防食等を考慮し，支持架構等の主要部位にエ

ポキシ樹脂系等の塗装を行っている。また，冷却塔の管束の伝熱管等は冷却機能に影

響するため塗装の措置が実施できないことから，腐食し難い金属(炭素鋼，アルミニ

ウム及びステンレス鋼)を使用している。 

膨張槽は，膨張槽本体と膨張槽を架台に据付けるためのスカートで構成される。 

膨張槽は，屋外に設置する設備として防食等を考慮し，膨張槽本体及び，スカート

に腐食し難い金属(ステンレス鋼)を使用している。 

液位計は，水位検出器(差圧伝送器）とそれを収納する計器架台(収納箱)で構成さ

れる。このうち屋外に露出している部位は，水位検出器の検出部（キャピラリーチュ

ーブ）と計器架台(収納箱)を対象とする。 

液位計は，屋外に設置する設備として防食等を考慮し，計器架台(収納箱)に塗装を

行っている。また，水位検出器の検出部（キャピラリーチューブ）は腐食し難い金属

(ステンレス鋼)を使用している。 

上記の防食等のために実施している措置を踏まえると，冷却塔は降下火砕物による

短期での腐食を防止することができる。 

塗装及び腐食し難い金属の詳細については別添－２に示す。 

b.主排気筒(屋外配管及び屋外ダクト含む) 

主排気筒は，筒身と支持架構で構成される。 
主排気筒は，屋外に設置する設備として防食及び航空機墜落火災を考慮し，筒身と

支持架構の主要部位にポリウレタン樹脂系又はウレタン樹脂系の塗装を行っている。 

主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトは，屋外に設置する設備として防食等

を考慮し，屋外ダクト，接続部品及び支持構造物の主要部位に塩化ゴム系等の塗装を

行っている。 

また，屋外配管は，腐食し難い金属(ステンレス鋼)を使用している。 

上記の防食等のために実施している措置を踏まえると，冷却塔は降下火砕物による

短期での腐食を防止することができる。 
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塗装及び腐食し難い金属の詳細については別添－２に示す。 

 

(4)波及的影響を及ぼし得る施設 

腐食の影響を受けるおそれのある波及的影響を及ぼし得る施設としては，飛来物防護

ネット，飛来物防護板及び北換気筒が対象となる。 

当該施設の降下火砕物による腐食に対する設計方針を以下に示す。 

 a.飛来物防護ネット 
飛来物防護ネットは，防護ネット，防護板及び支持架構で構成される。 
飛来物防護ネットは，屋外に設置する設備として防食等を考慮し，支持架構等の主要

部位にエポキシ樹脂系等の塗装を行っている。また，飛来物防護ネットの防護ネット等

の塗装していない部位は腐食し難い金属(炭素鋼及びステンレス鋼)を使用している。 

上記の防食等のために実施している措置を踏まえると，飛来物防護ネットは降下火

砕物による短期での腐食を防止することができる。 

塗装及び腐食し難い金属の詳細については別添－２に示す。 

 b.飛来物防護板 

飛来物防護板は，防護板及び支持架構で構成される。 

飛来物防護板は，屋外に設置する設備として防食等を考慮し，支持架構等の主要部位

に塩化ゴム系又はフッ素樹脂系の塗装を行っている。また，飛来物防護板の防護板等の

塗装していない部位は腐食し難い金属(ステンレス鋼)を使用している。 

上記の防食等のために実施している措置を踏まえると，飛来物防護板は降下火砕物

による短期での腐食を防止することができる。 

塗装及び腐食し難い金属の詳細については別添－２に示す。 

 c.北換気筒 

北換気筒は，筒身と支持架構で構成される。 

北換気筒は，屋外に設置する設備として防食及び航空機墜落火災を考慮し，筒身と支

持架構の主要部位にポリウレタン樹脂系又はフッ素系樹脂の塗装を行っている。 

上記の防食等のために実施している措置を踏まえると，冷却塔は降下火砕物による

短期での腐食を防止することができる。 

塗装及び腐食し難い金属の詳細については別添－２に示す。 
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別添 1-1 

1. 外壁塗装について 

建物の外壁塗装は，防食及び劣化損傷抑制を目的としており，劣化因子遮断性能が高く

耐環境性に優れている有機系被覆材を用いることが一般的（１）（２）である。これを踏まえ，

再処理施設，MOX 燃料加工施設及び廃棄物管理施設の建屋外壁においても，防食及び劣化

損傷抑制を目的として，コンクリートの躯体に有機系被覆材である弾性アクリルゴム系の

塗料を塗装している。 

これにより，火山の噴火により発生した降下火砕物が建屋に到達したとしても，降下火

砕物が建屋のコンクリート躯体に直接接触することはない。 

弾性アクリルゴム系の塗料の主成分であるアクリルゴム並びに躯体であるコンクリー

トの耐食性を「別添－２ 塗装及び構成材の耐食性について」に示す。 

なお，建屋外壁では，鉄筋に対するコンクリートの最小かぶり厚さを 40mm以上としてい

る。別添－２で示すとおり，コンクリートを pH=３の酸で 625 日以上浸漬したとしても腐

食深さ（中性化深さ）は２mm以下であることから，降下火砕物がコンクリート躯体に直接

接触したとしても，降下火砕物による腐食の影響により構造健全性を損なうことは想定さ

れない。 

 

2. 屋上防水について 

2.1 アスファルト防水外断熱工法・密着保護仕様 

屋根部においてはアスファルト防水外断熱工法・密着保護仕様による防水加工を実施す

ることにより，降下火砕物が屋根部の躯体スラブに直接接触することを防止する。 

このアスファルト防水外断熱工法・密着保護仕様は，アスファルト防水材の上に防水層

の保護のために押えコンクリートを施工するものであり，防水押えのコンクリートの間に

は伸縮目地としてブチルゴムまたは EPDM ゴムと発泡ポリスチレン成形材を用いる。アス

ファルト防水外断熱工法・密着保護仕様の概要図を第１図に示す。 

伸縮目地のブチルゴム及び EPDM ゴム並びに防水押えのコンクリートの降下火砕物に対

する耐食性を「別添－２ 塗装及び構成材の耐食性について」に示す。 

第１図に示すとおり，屋根部の防水押えコンクリートの最小押え高さを 100mm以上とし

ている。別添－２で示すとおり，コンクリートを pH=３の酸で 625 日以上浸漬したとして

も腐食深さ（中性化深さ）は２mm 以下であることから，降下火砕物が防水押えのコンクリ

ートに接触しても，構造健全性を損なうことは想定されない。また，伸縮目地のブチルゴ

ム及び EPDM ゴムについても，別添－２で示すとおり，耐酸性はいずれも「良」以上とされ

ていることから，降下火砕物が伸縮目地に接触しても，構造健全性を損なうことは想定さ

れない。 
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別添 1-2 

 

第１図 アスファルト防水外断熱工法・密着保護仕様の概要図 

 

2.2 アスファルト防水工法・絶縁保護仕様(コンクリートブロックタイプ) 

屋根部においてはアスファルト防水工法・絶縁保護仕様(コンクリートブロックタイプ)

による防水加工を実施することにより，降下火砕物が屋根部の躯体スラブに直接接触する

ことを防止する。 

アスファルト防水工法・絶縁保護仕様(コンクリートブロックタイプ)の概要図を第２図

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２図 アスファルト防水工法・絶縁保護仕様の概要図 

 

2.3 アスファルト防水工法・絶縁露出仕様(仕上げ塗料) 

屋根部においてはアスファルト防水工法・絶縁露出仕様(仕上げ塗料)による防水加工を

実施することにより，降下火砕物が屋根部の躯体スラブに直接接触することを防止する。 

アスファルト防水工法・絶縁露出仕様(仕上げ塗料)の概要図を第３図に示す。 

 

 

 

 

 

 

第３図 アスファルト防水工法・絶縁露出仕様の概要図 

10



別添 1-3 

 

なお，建屋ごとの屋上防水の種類は以下のとおり。 

 

建屋 屋上防水の種類 

燃料加工建屋 ① 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ③ 

前処理建屋 ① 

分離建屋 ② 

精製建屋 ① 

ウラン脱硝建屋 ① 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ① 

ウラン酸化物貯蔵建屋 ① 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 ① 

高レベル廃液ガラス固化建屋 ① 

第 1ガラス固化体貯蔵建屋 ① 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋 ① 

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ① 

制御建屋 ① 

分析建屋 ① 

非常用電源建屋 ① 

主排気筒管理建屋 ① 

使用済燃料輸送容器管理建屋 

(使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫) 

③ 

ガラス固化体受入れ建屋 ③ 

ガラス固化体貯蔵建屋 ③ 

ガラス固化体貯蔵建屋 B棟 ② 

緊急時対策建屋 ③ 

第１保管庫・貯水所 ③ 

第２保管庫・貯水所 ③ 

       ①アスファルト防水外断熱工法・密着保護仕様 

    ②アスファルト防水工法・絶縁保護仕様(コンクリートブロックタイプ) 

       ③アスファルト防水工法・絶縁露出仕様(仕上げ塗料) 

 

3.参考文献 

（１）羽渕貴士（2010）「表面被覆工法によるコンクリート構造物の性能向上」『コンクリ―

ト工学 48巻 5号』p.101-105 

（２）田邉弘住（2010）「コンクリートと塗装」『材料と環境 59巻 5号』p.169-172 
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別添－２ 

塗装及び構成材の耐食性について 
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別添 2-1 

1.塗装の耐食性について 

(1) アクリルゴム，ブチルゴム及び EPDM ゴムの耐食性 

ここでは，外壁塗装として用いている弾性アクリルゴム系塗料の主成分であるアクリル

ゴム並びに塗料ではないものの屋根部のアスファルト防水を構成するブチルゴム及び EPDM

ゴムにおける，降下火砕物による腐食に対する耐食性をまとめて述べる。 

降下火砕物によるゴムの腐食については，酸の種類によって腐食の程度が異なる。降下

火砕物による腐食については，堆積した降下火砕物に雨水などが浸透した際に降下火砕物

に付着した二酸化硫黄等が溶出することによって生じる酸性の液体による影響が主として

想定されることから，溶出液は低濃度の無機酸の水溶液であることが推測される。 

ゴムの耐化学薬品試験は一般に，各種液体に対して試験片を浸漬し，質量変化，体積変

化，寸法変化，表面積変化，硬さ変化及び引張応力−ひずみ特性変化等を測定する。「非金

属材料データブック（日本規格協会）」によると，アクリルゴム，ブチルゴム及び EPDM ゴ

ムの低濃度無機酸に対する耐酸性はいずれも「良」以上とされている(1）ことから，降下火

砕物による化学的影響によってアクリルゴム，ブチルゴム及び EPDMゴムが短期的に腐食

し，建屋外壁又は屋根部の躯体スラブの構造健全性を損なうことは想定されない。 

 

(2) エポキシ樹脂系等の塗料の耐食性 

屋外に設置している設備は外気にさらされ，海塩粒子等の腐食性有害物質が付着しやす

く，厳しい腐食環境となっているため，耐食性等を考慮したエポキシ樹脂系等の塗料を複数

層で塗布している。 

エポキシ樹脂系及びウレタン樹脂系は，耐薬品性が強く＊，酸性物質を帯びた降下火砕物

が付着，堆積したとしても，直ちに金属表面等の腐食が進むことはない。また，「高分子材

料による腐食防止」（奥田聡）によると，エポキシ樹脂系及びウレタン樹脂系(ポリウレタン)

は pH=２以上に対して耐酸性があるとされており(6)，pH＝３程度を想定している溶出液によ

って短期での腐食による影響はないと考えられる。 

 

＊ 塗装ハンドブック（石塚末豊，中道敏彦 編集）によると，「酸，アルカリなどに水分の加わった強度腐食環境での塗

装には，フェノール樹脂塗料，塩化ゴム系塗料，エポキシ樹脂塗料，タールエポキシ樹脂塗料，ウレタン樹脂塗料，

シリコーンアルキド樹脂塗料，フッ素樹脂塗料などの耐薬品性のある塗料が使用される。」と記載あり。 

 
(3) 不飽和ポリエステル樹脂を主成分とする塗料の耐食性 

非金属部位には不飽和ポリエステル樹脂を主成分とする塗料を使用しているものがあ

る。不飽和ポリエステル樹脂は，「耐薬品性塗料」（滝村昭夫）によると，60％硫酸（pH=

１以下）に６か月間浸漬した試験（第１図）においても異常なしとされている(2)。したが

って酸性物質を帯びた降下火砕物が付着，堆積したとしても，直ちに部位表面等の腐食が

進むことはない。 
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第１図 不飽和ポリエステル樹脂塗料の浸漬試験結果 

 

 

 

(4) アルミニウム溶射の耐食性 

アルミニウム溶射皮膜については，米国溶接協会※1，日本防錆技術協会※2において，

長時間の暴露試験が実施されており，耐食性が長時間にわたって維持されることが確認さ

れている。 

※１米国溶接協会での暴露試験：海中，海洋大気中での 19 年間の暴露試験を行い，「ア

ルミニウム溶射皮膜は封孔処理の有無にかかわらず海水中，苛酷な海洋大気等の環境にお

いて下地金属の腐食を防止した」，「アルミニウム皮膜はすり疵などの損傷を受けても電気

化学的保護作用を示し防食した。」という結果が得られている。 

※２日本防錆技術協会での暴露試験：腐食性の厳しい海洋環境での 20 年間の暴露試験を

行い，アルミニウム溶射の鋼管は，非常に良好な耐食性を維持しているという結果が得ら

れている。 

 

また，社内試験（第１表）において，アルミニウム溶射鋼に対し，硫酸イオン存在下で

約 10年相当の複合サイクル試験を行っており，腐食は確認されていない。 
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第１表 複合サイクル試験条件 

 

試験 環境 サイクル

期間 

付与条件 サイクル 

複合サイクル試験機に

よる加速試験 

（塩・乾・湿） 

低濃度塩化物 

+ NO3-, SO42- 

～100サイク

ル(約 10年

相当) 

0.03% NaCl 

0.01% KNO3 

0.01% NaSO4 

噴霧/2ｈ+乾燥/4ｈ+

湿潤/2ｈ 

 

以上より，降下火砕物による化学的影響によって，アルミニウム溶射対象物の構造健全

性を損なうことは想定されない。 
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2. 材料の耐食性について 

2.1 コンクリートの耐食性 

降下火砕物によるコンクリートの腐食については，溶出液の酸性度による影響が主とし

て想定される。 

「コンクリート技術診断'20【基礎編】（日本コンクリート工学会）」によると，第２図に

示すとおり，コンクリートを pH=３の酸で 625日以上浸漬したとしても腐食深さ（中性化深

さ）は２mm 以下である(3)ことから，降下火砕物による化学的影響によってコンクリートが

短期的に腐食し，建屋外壁及び屋根部の躯体スラブの構造健全性を損なうものではない。 

 

 

第２図 酸によるコンクリートの腐食深さ，日本コンクリート工学会（2020） 

『コンクリート技術診断'20【基礎編】』p.51を引用し一部加筆 

 

2.2 金属の耐食性 

降下火砕物による金属の腐食は，主として降下火砕物に付着した火山ガス（二酸化硫

黄）の影響によるものである。そのため，実際に降下火砕物が金属に堆積した状態を模擬

した試験を行っている「火山環境における金属材料の腐食」を参考に，その影響を検討す

る。また，ステンレス鋼については，同文献の中では扱っていないため，10%硫酸に浸漬

させた腐食試験を行っている「各種ステンレス鋼の耐硫酸性」（安保秀雄ほか）」を参考

に，その影響を検討する。 

(1) 炭素鋼及びアルミニウムの耐食性 

a. 試験概要 

「火山環境における金属材料の腐食（出雲茂人，末吉秀一他），防食技術

Vol.39,pp.247-253，1990」によると，降下火砕物を水で洗浄し，可溶性の成分を除去

した後，炭素鋼及びアルミニウムの金属試験片に堆積させ，高濃度の二酸化硫黄ガス雰

囲気（150ppm～200ppm）で，加熱（温度 40℃，湿度 95％を４時間），冷却（温度 20℃，

湿度 80％を２時間）を最大 18回繰り返すことにより，結露，蒸発を繰り返し，金属試

験片の腐食を観察している(4)。  
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b. 試験結果 

第３図及び第４図に示すとおり，降下火砕物の堆積量が多い場合は，降下火砕物の堆

積なし又は堆積量が少ない場合と比較して，金属試験片の腐食が促進されるが，腐食量

は表面厚さにして十数μm程度との結果が得られ，降下火砕物層では結露しやすいこと

並びに保水効果が大きいことにより腐食が促進されると結論づけられている。 

 

c. 試験結果からの考察 

降下火砕物による腐食は，主として降下火砕物に付着した火山ガスの影響によるもの

であり，本研究においては，金属試験片の表面に降下火砕物を堆積させ，実際の火山環

境を模擬して高濃度の二酸化硫黄雰囲気中で暴露し，腐食試験を行っている。 

本試験は腐食の要因となる火山ガスを常に高濃度の雰囲気に保った状態で行ってお

り，自然環境に存在する降下火砕物よりも厳しい腐食条件＊で金属腐食量を求めてお

り，再処理事業所で考慮する降下火砕物についても十分適用可能である。 

試験結果を表面厚さに換算すると，炭素鋼の腐食速度は約 1.8×10-3 mm/日 程度，ア

ルミニウムの腐食速度は約 3.7×10-4 mm/日 程度であり，直ちに腐食が進むことはな

く，降下火砕物の影響に対し腐食し難い金属であると言える。 

＊・三宅島火山の噴火口付近の観測記：20～30ppm（「三宅島火山ガスに関する検討会報告書」より） 

・桜島火山上空の噴煙中火山ガスの観測記録：17～68ppm（「京大防災研究年報」より） 

 

なお，腐食速度は，第３図及び第４図に示す Ash-3，18サイクル時の腐食量から以下の

式を用いて算出した。また，腐食速度の算出に用いた値を第１表に示す。 

 

腐食速度 [mm/日]＝
𝑚𝑚
𝑑𝑑×𝑡𝑡

× 24 × 1000 
 

m :腐食量 [g/m2]，d :比重 [g/m3]，t :試験時間 [h] 

 

第１表 炭素鋼及びアルミニウムの腐食速度 算出条件 

素材 腐食量 

[g/m2] 

比重 

[g/m3] 

試験時間  

[h] 

腐食速度 

[mm/日] 

炭素鋼 130 7,850,000 216＊ 0.00184 

アルミニウム 9 2,700,000 216＊ 0.00037 

＊：18サイクル分 
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Ash-０：降下火砕物のない状態 

Ash-１：表面が見える程度に積もった状態 

Ash-２：表面が見えなくなる程度に積もった状態 

Ash-３：約 0.8mm の厚さに積もった状態 

 

第３図 炭素鋼の腐食による質量変化 
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Ash-０：降下火砕物のない状態 

Ash-１：表面が見える程度に積もった状態 

Ash-２：表面が見えなくなる程度に積もった状態 

Ash-３：約 0.8mm の厚さに積もった状態 

 

第４図 アルミニウムの腐食による質量変化 
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(2) ステンレス鋼の耐食性 

ステンレス鋼の耐食性については，「各種ステンレス鋼の耐硫酸性」（安保秀雄ほか）に

よる 10％硫酸（pH=１以下）に 24時間浸漬した試験の結果により示す(5)。降下火砕物によ

る溶出液は pH=３以上と想定しており，本試験の結果は十分適用可能である。試験結果

（抜粋）を第５図に示す。試験結果を表面厚さに換算すると，腐食速度は約 2.1×10-2 mm/

日 程度であり，直ちに腐食が進むことはなく，降下火砕物の影響に対し腐食し難い金属

であると言える。 

なお，腐食速度は，第５図に示す SUS304，40℃時の腐食速度を以下の式を用いて mm/日

表記となるよう単位換算した。また，単位換算に用いた値を第２表に示す。 

 

腐食速度 [mm/日]＝
𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑑𝑑

× 24 × 1000 

 

Cl :腐食速度 [g/m2・hr]，d :比重 [g/m3] 

 

第２表 ステンレス鋼の腐食速度 単位換算条件 

素材 腐食速度 

[g/m2・hr] 

比重 

[g/m3] 

腐食速度 

[mm/日] 

ステンレス鋼 7 7,930,000 0.02119 

 

 

第５図 ステンレス鋼の腐食による質量変化 
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  設工認に係る補足説明資料 別紙リスト 令和５年 11月 30日 Ｒ６ 

外火山 08【火山防護設計の基本方針に関する腐食に対する設計について】 

 

別紙 
備考 

資料 No. 名称 提出日 Rev 

別紙－１ 
安全冷却水A,B冷却塔及び飛来物防護ネット(再処理設備本体

用 安全冷却水系冷却塔 A,B)の腐食に対する設計について 
令和５年 11月 30日 ６  

別紙－２ 

安全冷却水系冷却塔A,B及び飛来物防護ネット(使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔 A，B)の腐食

に対する設計について 

令和５年 11月 30日 ０  

別紙－３ 
冷却塔 A,B及び飛来物防護ネット(第 2非常用ディーゼル発電

機用 安全冷却水系冷却塔 A，B)の腐食に対する設計について 
令和５年 11月 30日 ０  

別紙－４ 制御建屋中央制御室換気設備の腐食に対する設計について 令和５年 11月 30日 ０  

別紙－５ 
ガラス固化体貯蔵設備の収納管及び通風管(高レベル廃液ガ

ラス固化建屋)の腐食に対する設計について 
令和５年 11月 30日 ０  

別紙－６ 
ガラス固化体貯蔵設備の収納管及び通風管(第 1ガラス固化体

貯蔵建屋)の腐食に対する設計について 
令和５年 11月 30日 ０  

別紙－７ 第 1非常用ディーゼル発電機の腐食に対する設計について 令和５年 11月 30日 ０  

別紙－８ 第 2非常用ディーゼル発電機の腐食に対する設計について 令和５年 11月 30日 ０  

別紙－９ 安全空気圧縮装置の腐食に対する設計について 令和５年 11月 30日 ０  

別紙－10 安全冷却水系膨張槽の腐食に対する設計について 令和５年 11月 30日 ０  

別紙－11 安全冷却水系膨張槽液位計の腐食に対する設計について 令和５年 11月 30日 ０  

別紙－12 主排気筒の腐食に対する設計について 令和５年 11月 30日 ０  

別紙－13 
主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトの腐食に対する

設計について 
令和５年 11月 30日 ０  

別紙－14 
飛来物防護板(主排気筒接続用 屋外配管及び屋外ダクト 

主排気筒周り)の腐食に対する設計について 
令和５年 11月 30日 ０  
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別紙 
備考 

資料 No. 名称 提出日 Rev 

別紙－15 
飛来物防護板(主排気筒接続用 屋外配管及び屋外ダクト 

分離建屋屋外)の腐食に対する設計について 
令和５年 11月 30日 ０  

別紙－16 
飛来物防護板(主排気筒接続用 屋外配管及び屋外ダクト 

精製建屋屋外)の腐食に対する設計について 
令和５年 11月 30日 ０  

別紙－17 

飛来物防護板(主排気筒接続用 屋外配管及び屋外ダクト 

高レベル廃液ガラス固化建屋屋外)の腐食に対する設計につ

いて 

令和５年 11月 30日 ０  

別紙－18 北換気筒の腐食に対する設計について 令和５年 11月 30日 ０  

別紙－19 
ガラス固化体貯蔵設備の収納管及び通風管(ガラス固化体貯

蔵建屋)の腐食に対する設計について 
令和５年 11月 30日 ０  

別紙－20 
ガラス固化体貯蔵設備の収納管及び通風管(ガラス固化体貯

蔵建屋 B棟)の腐食に対する設計について 
令和５年 11月 30日 ０  
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令和５年 11月 30日 Ｒ７ 

 
 
 
 

 

別紙－１ 

 

安全冷却水 A,B 冷却塔及び 

飛来物防護ネット（再処理設備本体用 安全冷却水

系冷却塔 A,B）の 

腐食に対する設計について 
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1.概要 

  安全冷却水 A,B冷却塔は塗装又は腐食し難い金属の使用により，短期での腐食が発生

しない設計とすることで，安全機能を損なわない設計としている。また，飛来物防護ネ

ット（再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔 A,B）（以下「飛来物防護ネット

（A4A,B）」という。）は塗装又は腐食し難い金属の使用により，短期での腐食が発生し

ない設計とすることで，安全冷却水 A,B冷却塔の安全機能を損なわない設計としてい

る。本資料は，主要構造，部位毎の設計及び使用塗料について整理し，短期での腐食が

発生しないことを確認した結果を示すものである。  

 

2.評価対象の選定について 

(1) 安全冷却水 A,B冷却塔 

安全冷却水 A,B冷却塔は，再処理施設内の各施設を冷却した後の冷却水を，空気と

熱交換することで冷却するための設備である。そのため，安全冷却水 A,B冷却塔は崩

壊熱により溶液が沸騰するおそれのある機器の崩壊熱を除去するための冷却能力を

有しており，その冷却機能の維持に必要な機器として，支持架構，ファン駆動部，管

束及び配管により構成される。概要図を第１図～第３図に示す。 

安全冷却水 A,B 冷却塔の評価対象機器は，降下火砕物が直接接触する機器のうち，

冷却機能への影響を踏まえて選定する。選定結果を第１表に示す。 

選定した機器に対しては短期での腐食の影響に対して評価を行う。 

安全冷却水 A,B冷却塔の表面仕様を第２表，使用塗料を第３表に示す。 

 

(2) 飛来物防護ネット(A4A,B) 

飛来物防護ネット(A4A,B)は竜巻により生じる飛来物が安全冷却水 A,B冷却塔に衝

突することを防止する機能を有しており，防護ネット，防護板及びそれらを支持する

支持架構で構成される。概要図を第４図に示す。 

飛来物防護ネット(A4A,B)の評価対象機器は，降下火砕物が直接接触する機器のう

ち，安全冷却水 A,B 冷却塔への波及的影響を踏まえて選定する。選定結果を第４表に

示す。 

選定した機器に対しては短期的な腐食の影響に対して評価を行う。 

飛来物防護ネット（A4A,B）の表面仕様を第５表，使用塗料を第６表に示す。 
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第１図 安全冷却水 A,B冷却塔概要図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２図 安全冷却水 A,B冷却塔断面概要図 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

第３図 安全冷却水 A,B冷却塔管束概要図 

 

遮熱板 コモンベッ

ケ－ブルトレイ 
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第４図 飛来物防護ネット(A4A,B)概要図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

防護板 防護ネット 支持架構 
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第１表 評価対象機器の選定結果(安全冷却水 A,B冷却塔) 

機器 選定結果 選定理由 

ル－バ ○ 

評価対象とする。 

管束 ○ 

評価対象とする。 

ファン駆動部 ○ 
評価対象とする。 

なお，ケーブルについては

ケーブルトレイを評価対象とす

る。 
支持架構 

（基礎ボルト含

む） 

〇 

評価対象とする。 

遮熱板 × 価

対象外とする。なお， 短期

での腐食が発生しないことを確認している。 

配管 ○ 評価

対象とする。 

 ＜凡例＞〇：評価対象，×：評価対象外 
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第２表 安全冷却水 A,B冷却塔の表面仕様 

機器 部位 表面仕様 

ルーバ ― 

管束 伝熱管 

チューブサポート 

管束フレーム 

ヘッダー 

ボルト類 

ファン駆動部 ファン 

ファンリング 

原動機(端子箱含む) 

減速機 

ファンリングサポート 

ケーブルトレイ 

コモンベッド 

ボルト類 

支持架構 ― 

配管 ― 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊1：

＊2：

＊3：

＊4：

＊5：

＊6：

＊7：
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第３表 安全冷却水 A,B冷却塔の使用塗料 

設備名称 

塗料の種類＊ 

一般塗装 耐火被覆 

下塗り 中塗り 上塗り 下塗り 主材 中塗り 上塗り 

安全冷却水 B冷却塔 

   ＊部位により使用塗料に差があるが、 を使用している。 
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第４表 評価対象機器の選定結果(飛来物防護ネット(A4A,B)) 

機器 選定結果 選定理由 

支持架構 〇 

降下火砕物が直接接触する機器であり，防護ネッ

ト，防護板を支持しており，倒壊等により安全冷却水

B冷却塔へ波及的影響を及ぼすことから，評価対象と

する。 

防護ネット ○ 

降下火砕物が直接接触する機器であり，落下等に

より安全冷却水 A,B 冷却塔へ波及的影響を及ぼすこ

とから，評価対象とする。 

防護板及び補助

防護板 
○ 

降下火砕物が直接接触する機器であり，落下等に

より安全冷却水 A,B 冷却塔へ波及的影響を及ぼすこ

とから，評価対象とする。 
＜凡例＞〇：評価対象，×：評価対象外 

 

 

 

第５表 飛来物防護ネット(A4A,B)の表面仕様 
機器 部位 表面仕様 

支持架構 ― 塗装＊1 

防護ネット ― 炭素鋼＊3 

防護板及び補助防

護板 

（必要離隔距離を満足している範囲） ステンレス 

（必要離隔距離を満足していない範囲） 塗装＊2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊1：一般塗装並びに航空機墜落火災の評価における必要離隔距離を満足していない範囲及

び最外周となる範囲には一般塗装の上に耐火被覆を施工している。 

＊2：耐火被覆を施工している。 

＊3：溶融亜鉛メッキを施工している。 
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第６表 飛来物防護ネット(A4A,B)の使用塗料 

設備名称 

塗料の種類＊ 

一般塗装 耐火被覆 

下塗り 中塗り 上塗り 下塗り 主材 中塗り 上塗り 

飛来物防護ネット 
変性エポキシ 

樹脂系 

変性エポキシ 

樹脂系 
フッ素樹脂系 

変性エポキシ 

樹脂系 

ポリエーテル 

樹脂系 

変性エポキシ 

樹脂系 
フッ素樹脂系 

   ＊部位により使用塗料に差があるが、いずれかの層にはエポキシ樹脂系の塗料を使用している。 
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3.短期での腐食の影響について 

(1) 安全冷却水 A,B冷却塔 
a.ルーバ 
ルーバは 別添－２に示すとおり炭素鋼の腐食速度は約

0.0018mm/日 程度であり，降下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 

 
b.管束 

別添－２に示すとおりアルミニウ

ムの腐食速度は約 0.00037mm/日 程度，炭素鋼の腐食速度は約 0.0018mm/日 程度であ

り，降下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 

別添－２に示すとおり炭素鋼の腐食速度

は約 0.0018mm/日 程度であり，降下火砕物による短期での腐食が発生することはな

い。 

降下火砕物と直接接触することはない。また，

別添－２に示すとおり降下火砕物による短期での腐食が発生す

ることはない。 

 

c.ファン駆動部 

別添－２に示すとおり降下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 

降下火砕物と直接接触することはない。また，

別添－２に示すとおり降下火砕物による短期での腐食が発

生することはない。 

降下火砕物と直接接

触することはない。また， 別添－２に

示すとおり降下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 

降下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 

降下火砕物と直接接触することはない。

また， 別添－２に示すとおり降下火砕

物による短期での腐食が発生することはない。 

 

d.支持架構 
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支持架構は

降下火砕物と直接接触することはない。また，

別添－２に示すとおり降下火砕物による短期での腐食が発生するこ

とはない。 

 

e.配管 

配管は 降下火砕物と直接接触することはな

い。また， 別添－２に示すとおり降下

火砕物による短期での腐食が発生することはない。 

 

(2) 飛来物防護ネット（A4A,B） 

a.支持架構 

支持架構は一般塗装並びに航空機墜落火災の評価における必要離隔距離を満足して

いない範囲及び最外周となる範囲には一般塗装の上に耐火被覆を施工しており，塗装

によって降下火砕物と直接接触することはない。また，塗装はエポキシ樹脂系の塗料

を使用しており，別添－２に示すとおり降下火砕物による短期での腐食が発生するこ

とはない。 

 

b.防護ネット 

防護ネットは炭素鋼を用いており，別添－２に示すとおり炭素鋼の腐食速度は約

0.0018mm/日 程度であり，降下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 
 

c.防護板及び補助防護板 
防護板及び補助防護板のうち航空機墜落火災の評価における必要離隔距離を満足し

ている範囲はステンレスを用いており，別添－２に示すとおりステンレスの腐食速度

は約 0.021mm/日 程度であり，降下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 
防護板及び補助防護板のうち航空機墜落火災の評価における必要離隔距離を満足し

ていない範囲は耐火被覆を施工しており，塗装によって降下火砕物と直接接触するこ

とはない。また，塗装はエポキシ樹脂系の塗料を使用しており，別添－２に示すとお

り降下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 
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別紙－２ 

 

安全冷却水系冷却塔 A,B 及び飛来物防護ネット 

(使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却

水系冷却塔 A,B)の腐食に対する設計について 
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1. 概要 

安全冷却水系冷却塔 A,Bは塗装又は腐食し難い金属の使用により，短期での腐食が発

生しない設計とすることで，安全機能を損なわない設計としている。また，飛来物防護

ネット(使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔 A,B)(以下「飛来

物防護ネット(F1）」という。)は塗装又は腐食し難い金属の使用により，短期での腐食

が発生しない設計とすることで，安全冷却水系冷却塔 A,Bの安全機能を損なわない設計

としている。本資料は，主要構造，部位毎の設計及び使用塗料について整理し，短期で

の腐食が発生しないことを確認した結果を示すものである。  

 

2. 評価対象の選定について 

(1) 安全冷却水系冷却塔 A,B 

安全冷却水系冷却塔 A,B は，使用済燃料貯蔵施設の燃料貯蔵プール及び第 1 非常

用ディーゼル発電機設備を含む常用・非常用機器を冷却した後の冷却水を，空気と熱

交換することで冷却するための設備である。そのため，安全冷却水系冷却塔 A,Bは燃

料貯蔵プールの崩壊熱および，非常用ディーゼル発電機設備を含む常用・非常用機器

で発生する熱を除去するための冷却機能の維持に必要な機器として，支持架構，ファ

ン駆動部，管束及び配管により構成される。概要図を第 1図～第 3図に示す。 

安全冷却水系冷却塔 A,B の評価対象機器は，降下火砕物が直接接触する機器のう

ち，冷却機能への影響を踏まえて選定する。選定結果を第 1表に示す。 

選定した機器に対しては短期での腐食の影響に対して評価を行う。 

安全冷却水系冷却塔 A,Bの表面仕様を第 2表，使用塗料を第 3表に示す。 

 

(2) 飛来物防護ネット(F1) 

飛来物防護ネット(F1)は竜巻により生じる飛来物が安全冷却水系冷却塔 A,B に衝

突することを防止する機能を有しており，防護ネット，防護板及びそれらを支持する

支持架構で構成される。概要図を第 4図に示す。 

飛来物防護ネット(F1)の評価対象機器は，降下火砕物が直接接触する機器のうち，

安全冷却水系冷却塔 A,B への波及的影響を踏まえて選定する。選定結果を第 4 表に

示す。 

選定した機器に対しては短期的な腐食の影響に対して評価を行う。 

飛来物防護ネット(F1)の表面仕様を第 5表，使用塗料を第 6表に示す。 
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第 1図 安全冷却水系冷却塔 A,B概要図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 2図 安全冷却水系冷却塔 A,B断面概要図 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

第 3図 安全冷却水系冷却塔 A,B管束概要図 

 

遮熱板 

管束取付ボルト 

電線管※ ※電線管については、代表して A 系分を記載する。 
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第４図 飛来物防護ネット(F1)概要図 
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第 1表 評価対象機器の選定結果(安全冷却水系冷却塔 A,B) 

機器 選定結果 選定理由 

ル－バ ○ 

冷却機能に寄与しない機器(管束に雪が積もるこ

とを防止するための機器）であるが，ルーバが脱落し

た場合，冷却機能に必要な機器(管束)に衝突する恐

れがあることから評価対象とする。 

管束 ○ 

冷却機能に必要な機器(冷却水の流路及び空気と

熱交換する機器）であり，降下火砕物が直接接触する

機器であることから，評価対象とする。 

ファン駆動部 ○ 

冷却機能に必要な機器(冷却用の空気を送風する

機器)であり，降下火砕物が直接接触する機器である

ことから，評価対象とする。 
なお，ケーブルについては，電線管に収納されてい

ることから電線管を評価対象とする。 
支持架構 

（基礎ボルト含

む） 

○ 

降下火砕物が直接接触する機器であり，冷却機能

に必要な機器(管束，ファン駆動部及び配管を支持す

る機器）であることから，評価対象とする。 

遮熱板 × 

降下火砕物が直接接触する機器であるが，冷却機

能に寄与しない機器(航空機墜落火災発生時に，原動

機等が火炎からの輻射を遮る機器)であるため，評価

対象外とする。なお，遮熱板はステンレスに外面を耐

火塗装されており，短期での腐食が発生しないこと

を確認している。 

配管 ○ 

降下火砕物が直接接触する機器であり，冷却機能

に必要な機器(冷却水の流路)であることから，評価

対象とする。 

 ＜凡例＞○：評価対象，×：評価対象外 
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第 2表 安全冷却水系冷却塔 A,Bの表面仕様 
機器 部位 表面仕様 

ルーバ ルーバフレーム 炭素鋼＊6 

ルーバブレード アルミニウム 

管束 伝熱管 アルミニウム 

及び炭素鋼＊6 

チューブサポート 炭素鋼＊6 

管束フレーム 塗装＊1 

ヘッダー 塗装＊1 

ボルト類 塗装＊1 

ファン駆動部 ファン 塗装＊3 

ファンリング 塗装＊3 

原動機 塗装＊5 

減速機 炭素鋼＊4 

電線管 塗装＊2 

コモンベッド 塗装＊1 

ボルト類 塗装＊5 

支持架構 ― 塗装＊1 

配管 ― 塗装＊5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊1：一般塗装並びに航空機墜落火災の評価における必要離隔距離を満足していない範囲に

は一般塗装の上に耐火被覆を施工している。 

＊2：一般塗装の上に耐火被覆を施工している。 

＊3：不飽和ポリエステル樹脂を主成分とする塗装によって FRPを覆っている。 

＊4：外表面は塗装されていることに加え，駆動部は炭素鋼のケーシングに収まっている。 

＊5：一般塗装を施工している。 

＊6：溶融亜鉛メッキを施工している。 
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第 3表 安全冷却水系冷却塔 A,Bの使用塗料 

設備名称 

塗料の種類＊ 

一般塗装 耐火被覆 

下塗り 中塗り 上塗り 下塗り 主材 中塗り 上塗り 

安全冷却水系冷却塔 A,B 

変性エポキシ 

樹脂系又は 

有機ジンクリッ

チペイント 

エポキシ 

樹脂系 

ポリウレタン 

樹脂系又は 

フッ素樹脂系 

変性エポキシ 

樹脂系 

ポリエーテル 

樹脂系 

変性エポキシ 

樹脂系 
フッ素樹脂系 

   ＊部位により使用塗料に差があるが、いずれかの層にはエポキシ樹脂系の塗料を使用している。 
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第４表 評価対象機器の選定結果(飛来物防護ネット(F1)) 

機器 選定結果 選定理由 

支持架構 〇 

降下火砕物が直接接触する機器であり，防護ネッ

ト，防護板を支持しており，倒壊等により安全冷却水

系冷却塔 A,B へ波及的影響を及ぼすことから，評価

対象とする。 

防護ネット ○ 

降下火砕物が直接接触する機器であり，落下等に

より安全冷却水系冷却塔 A,B へ波及的影響を及ぼす

ことから，評価対象とする。 

防護板及び補助

防護板 
○ 

降下火砕物が直接接触する機器であり，落下等に

より安全冷却水系冷却塔 A,B へ波及的影響を及ぼす

ことから，評価対象とする。 
＜凡例＞〇：評価対象，×：評価対象外 

 

 

 

第５表 飛来物防護ネット(F1)の表面仕様 
機器 部位 表面仕様 

支持架構 ― 塗装＊1 

防護ネット ― 炭素鋼＊3 

防護板 （必要離隔距離を満足している範囲） ステンレス 

（必要離隔距離を満足していない範囲） 塗装＊2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊1：一般塗装並びに航空機墜落火災の評価における必要離隔距離を満足していない範囲及

び最外周となる範囲には一般塗装の上に耐火被覆を施工している。 

＊2：耐火被覆を施工している。 

＊3：溶融亜鉛メッキを施工している。 
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第６表 飛来物防護ネット(F1)の使用塗料 

設備名称 

塗料の種類＊ 

一般塗装 耐火被覆 

下塗り 中塗り 上塗り 下塗り 主材 中塗り 上塗り 

飛来物防護ネット 

エポキシミスト

コート又は変性

エポキシ樹脂系 

エポキシ 

樹脂系 

ポリウレタン 

樹脂系又は 

フッ素樹脂系 

変性エポキシ

樹脂系 

ポリエーテル 

樹脂系 

変性エポキシ 

樹脂系 
フッ素樹脂系 

   ＊部位により使用塗料に差があるが、いずれかの層にはエポキシ樹脂系の塗料を使用している。 
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3.短期での腐食の影響について 

(1) 安全冷却水系冷却塔 A,B 

a.ルーバ 

ルーバブレードはアルミニウム、ルーバフレームは炭素鋼を用いており，別添－２に

示すとおりアルミニウムの腐食速度は約 0.00037mm/日 程度，炭素鋼の腐食速度は約

0.0018mm/日 程度であり，降下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 

 
b.管束 

伝熱管はアルミニウム及び炭素鋼を用いており，別添－２に示すとおりアルミニウ

ムの腐食速度は約 0.00037mm/日 程度，炭素鋼の腐食速度は約 0.0018mm/日 程度であ

り，降下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 

チューブサポートは炭素鋼を用いており，別添－２に示すとおり炭素鋼の腐食速度

は約 0.0018mm/日 程度であり，降下火砕物による短期での腐食が発生することはな

い。 
管束フレーム、ヘッダー及びボルト類は一般塗装並びに航空機墜落火災の評価にお

ける必要離隔距離を満足していない範囲には一般塗装の上に耐火被覆を施工してお

り，塗装によって降下火砕物と直接接触することはない。また，塗装はエポキシ樹脂

系の塗料を使用しており，別添－２に示すとおり降下火砕物による短期での腐食が発

生することはない。 

 

c.ファン駆動部 

ファン及びファンリングは不飽和ポリエステル樹脂を主成分とする塗装（ファンは

ゲルコート、ファンリングはゲルコート及びトップコート）で覆われており，別添－

２に示すとおり降下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 

原動機およびボルト類は一般塗装を施工しており，塗装によって降下火砕物と直接

接触することはない。また，塗装はエポキシ樹脂系の塗料を使用しており，別添－２

に示すとおり降下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 

減速機は外表面は塗装されていることに加え，駆動部は炭素鋼のケーシングに収ま

っており降下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 

電線管は一般塗装の上に耐火被覆を施工しており，塗装によって降下火砕物と直接

接触することはない。コモンベッドは一般塗装並びに航空機墜落火災の評価における

必要離隔距離を満足していない範囲には一般塗装の上に耐火被覆を施工しており，塗

装によって降下火砕物と直接接触することはない。また，塗装はエポキシ樹脂系の塗

料を使用しており，別添－２に示すとおり降下火砕物による短期での腐食が発生する

ことはない。 

 

d.支持架構 
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支持架構は一般塗装並びに航空機墜落火災の評価における必要離隔距離を満足して

いない範囲には一般塗装の上に耐火被覆を施工しており，塗装によって降下火砕物と

直接接触することはない。また，塗装はエポキシ樹脂系の塗料を使用しており，別添

－２に示すとおり降下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 

 

e.配管 

配管は一般塗装を施工しており，塗装によって降下火砕物と直接接触することはな

い。また，塗装はエポキシ樹脂系の塗料を使用しており，別添－２に示すとおり降下

火砕物による短期での腐食が発生することはない。 

 

(2) 飛来物防護ネット（F1） 

a.支持架構 

支持架構は一般塗装並びに航空機墜落火災の評価における必要離隔距離を満足して

いない範囲及び最外周となる範囲には一般塗装の上に耐火被覆を施工しており，塗装

によって降下火砕物と直接接触することはない。また，塗装はエポキシ樹脂系の塗料

を使用しており，別添－２に示すとおり降下火砕物による短期での腐食が発生するこ

とはない。 

 

b.防護ネット 

防護ネットは炭素鋼を用いており，別添－２に示すとおり炭素鋼の腐食速度は約

0.0018mm/日 程度であり，降下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 
 

c.防護板 
防護板のうち航空機墜落火災の評価における必要離隔距離を満足している範囲はス

テンレスを用いており，別添－２に示すとおりステンレスの腐食速度は約 0.021mm/日 

程度であり，降下火砕物による短期での腐食が発生することはない。なお，厚さは防

護板 9mmである。 
防護板及び補助防護板のうち航空機墜落火災の評価における必要離隔距離を満足し

ていない範囲は耐火被覆を施工しており，塗装によって降下火砕物と直接接触するこ

とはない。また，塗装はエポキシ樹脂系の塗料を使用しており，別添－２に示すとお

り降下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 
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1.概要 

冷却塔 A,Bは塗装又は腐食し難い金属の使用により，短期での腐食が発生しない設計

とすることで，安全機能を損なわない設計としている。また，飛来物防護ネット(第 2

非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔 A，B)（以下「飛来物防護ネット

（G10）」という。）は塗装又は腐食し難い金属の使用により，短期での腐食が発生しな

い設計とすることで，冷却塔 A,B の安全機能を損なわない設計としている。本資料は，

主要構造，部位毎の設計及び使用塗料について整理し，短期での腐食が発生しないこと

を確認した結果を示すものである。  

 

2.評価対象の選定について 

(1) 冷却塔 A,B 

冷却塔 A,Bは，第２非常用ディーゼル発電機設備を冷却した後の冷却水を，空気と

熱交換することで冷却するための設備である。そのため，冷却塔 A,Bは第２非常用デ

ィーゼル発電機設備で発生する熱を除去するための冷却能力を有しており，その冷

却機能の維持に必要な機器として，支持架構，ファン駆動部，管束及び配管により構

成される。概要図を第１図～第３図に示す。 

冷却塔 A,Bの評価対象機器は，降下火砕物が直接接触する機器のうち，冷却機能へ

の影響を踏まえて選定する。選定結果を第１表に示す。 

選定した機器に対しては短期での腐食の影響に対して評価を行う。 

安全冷却水系冷却塔 A,Bの表面仕様を第２表，使用塗料を第３表に示す。 

 

(2) 飛来物防護ネット(G10) 

飛来物防護ネット(G10)は竜巻により生じる飛来物が冷却塔 A,Bに衝突することを

防止する機能を有しており，防護ネット，防護板及びそれらを支持する支持架構で構

成される。概要図を第４図に示す。 

飛来物防護ネット(G10)の評価対象機器は，降下火砕物が直接接触する機器のうち，

冷却塔 A,Bへの波及的影響を踏まえて選定する。選定結果を第４表に示す。 

選定した機器に対しては短期的な腐食の影響に対して評価を行う。 

飛来物防護ネット（G10）の表面仕様を第５表，使用塗料を第６表に示す。 
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第１図 冷却塔 A,B概要図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２図 冷却塔 A,B断面概要図 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

第３図 冷却塔 A,B管束概要図 

遮熱板 コモンベッド 

管束取付ボル
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第４図 飛来物防護ネット(G10)概要図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

防護板 防護ネット 支持架構 
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第１表 評価対象機器の選定結果(冷却塔 A,B) 

機器 選定結果 選定理由 

ル－バ ○ 

冷却機能に寄与しない機器（管束に雪が積もるこ

とを防止するための機器）であるが，ルーバが脱落し

た場合，冷却機能に必要な機器(管束)に衝突する恐

れがあることから評価対象とする。 

管束 ○ 

冷却機能に必要な機器（冷却水の流路及び空気と

熱交換する機器）であり，降下火砕物が直接接触する

機器であることから，評価対象とする。 

ファン駆動部 ○ 

冷却機能に必要な機器（冷却用の空気を送風する

機器）であり，降下火砕物が直接接触する機器である

ことから，評価対象とする。 
なお，ケーブルについては，ケーブルトレイに収納

されていることからケーブルトレイを評価対象とす

る。 
支持架構 

（基礎ボルト含

む） 

〇 

降下火砕物が直接接触する機器であり，冷却機能

に必要な機器（管束，ファン駆動部及び配管を支持す

る機器）であることから，評価対象とする。 

遮熱板 × 

降下火砕物が直接接触する機器であるが，冷却機

能に寄与しない機器（航空機墜落火災発生時に，原動

機等が火炎からの輻射を遮る機器）であるため，評価

対象外とする。なお，遮熱板は塗装されており，短期

での腐食が発生しないことを確認している。 

配管 ○ 

降下火砕物が直接接触する機器であり，冷却機能

に必要な機器（冷却水の流路）であることから，評価

対象とする。 

 ＜凡例＞〇：評価対象，×：評価対象外 
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第２表 冷却塔 A,Bの表面仕様 
機器 部位 表面仕様 

ルーバ ― 炭素鋼＊7 

管束 伝熱管 アルミニウム 

及び炭素鋼＊7 

チューブサポート 炭素鋼＊7 

管束フレーム 塗装＊1 

ヘッダー 塗装＊1 

ボルト類 塗装＊1 

ファン駆動部 ファン 塗装＊2 

ファンリング 塗装＊3 

原動機 塗装＊6 

減速機 炭素鋼＊4 

ファンリングサポート 塗装＊1 

ケーブルトレイ 塗装＊1 

コモンベッド 塗装＊1 

ボルト類 塗装＊1 

支持架構 ― 塗装＊5 

配管 ― 塗装＊6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊1：一般塗装の上に耐火被覆を施工している。 

＊2：不飽和ポリエステル樹脂を主成分とする塗装によって FRPを覆っている。 

＊3：内面は一般塗装及び外表面には一般塗装の上に耐火被覆を施工している。 

＊4：外表面は塗装されていることに加え，駆動部は炭素鋼のケーシングに収まっている。 

＊5：一般塗装並びに航空機墜落火災の評価における必要離隔距離を満足していない範囲及

び最外周となる範囲には一般塗装の上に耐火被覆を施工している。 

＊6：一般塗装を施工している。 

＊7：溶融亜鉛メッキを施工している。 
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第３表 冷却塔 A,Bの使用塗料 

設備名称 

塗料の種類＊ 

一般塗装 耐火被覆 

下塗り 中塗り 上塗り 下塗り 主材 中塗り 上塗り 

冷却塔 A,B 

変性エポキシ 

樹脂系又は 

有機ジンクリッ

チペイント 

エポキシ 

樹脂系又は 

変性エポキシ 

樹脂系 

塩化ゴム系， 

変性エポキシ 

樹脂系又は 

フッ素樹脂系 

変性エポキシ 

樹脂系 

ポリエーテル 

樹脂系 

変性エポキシ 

樹脂系 
フッ素樹脂系 

   ＊部位により使用塗料に差があるが，いずれかの層にはエポキシ樹脂系の塗料を使用している。 
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第４表 評価対象機器の選定結果(飛来物防護ネット(G10)) 

機器 選定結果 選定理由 

支持架構 〇 

降下火砕物が直接接触する機器であり，防護ネッ

ト，防護板を支持しており，倒壊等により安全冷却水

B冷却塔へ波及的影響を及ぼすことから，評価対象と

する。 

防護ネット ○ 

降下火砕物が直接接触する機器であり，落下等に

より安全冷却水 B 冷却塔へ波及的影響を及ぼすこと

から，評価対象とする。 

防護板及び補助

防護板 
○ 

降下火砕物が直接接触する機器であり，落下等に

より安全冷却水 B 冷却塔へ波及的影響を及ぼすこと

から，評価対象とする。 
＜凡例＞〇：評価対象，×：評価対象外 

 

 

 

第５表 飛来物防護ネット(G10)の表面仕様 
機器 部位 表面仕様 

支持架構 ― 塗装＊1 

防護ネット ― 炭素鋼＊3 

防護板及び補助防

護板 

（必要離隔距離を満足している範囲） ステンレス 

（必要離隔距離を満足していない範囲） 塗装＊2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊1：一般塗装並びに航空機墜落火災の評価における必要離隔距離を満足していない範囲及

び最外周となる範囲には一般塗装の上に耐火被覆を施工している。 

＊2：耐火被覆を施工している。 

＊3：溶融亜鉛メッキを施工している。 
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第６表 飛来物防護ネット(G10)の使用塗料 

設備名称 

塗料の種類＊ 

一般塗装 耐火被覆 

下塗り 中塗り 上塗り 下塗り 主材 中塗り 上塗り 

飛来物防護ネット 
変性エポキシ 

樹脂系 

変性エポキシ 

樹脂系 
フッ素樹脂系 

変性エポキシ 

樹脂系 

ポリエーテル 

樹脂系 

変性エポキシ 

樹脂系 
フッ素樹脂系 

   ＊部位により使用塗料に差があるが，いずれかの層にはエポキシ樹脂系の塗料を使用している。 
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3.短期での腐食の影響について 

(1) 冷却塔 A,B 
a.ルーバ 
ルーバは炭素鋼を用いており，別添－２に示すとおり炭素鋼の腐食速度は約

0.0018mm/日 程度であり，降下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 

 
b.管束 

伝熱管はアルミニウム及び炭素鋼を用いており，別添－２に示すとおりアルミニウ

ムの腐食速度は約 0.00037mm/日 程度，炭素鋼の腐食速度は約 0.0018mm/日 程度であ

り，降下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 

チューブサポートは炭素鋼を用いており，別添－２に示すとおり炭素鋼の腐食速度

は約 0.0018mm/日 程度であり，降下火砕物による短期での腐食が発生することはな

い。 
管束フレーム，ヘッダー及びボルト類は一般塗装の上に耐火被覆を施工しており，

塗装によって降下火砕物と直接接触することはない。また，塗装はエポキシ樹脂系の

塗料を使用しており，別添－２に示すとおり降下火砕物による短期での腐食が発生す

ることはない。 

 

c.ファン駆動部 

ファンは不飽和ポリエステル樹脂を主成分とする塗装（ゲルコート）で覆われてお

り，別添－２に示すとおり降下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 

ファンリングは内面は一般塗装，外表面は一般塗装の上に耐火被覆を施工してお

り，塗装によって降下火砕物と直接接触することはない。また，塗装はエポキシ樹脂

系の塗料を使用しており，別添－２に示すとおり降下火砕物による短期での腐食が発

生することはない。 

原動機は一般塗装を施工しており，塗装によって降下火砕物と直接接触することは

ない。また，塗装はエポキシ樹脂系の塗料を使用しており，別添－２に示すとおり降

下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 

減速機は外表面は塗装されていることに加え，駆動部は炭素鋼のケーシングに収ま

っており降下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 

ファンリングサポート，ケーブルトレイ，コモンベッド及びボルト類は一般塗装の

上に耐火被覆を施工しており，塗装によって降下火砕物と直接接触することはない。

また，塗装はエポキシ樹脂系の塗料を使用しており，別添－２に示すとおり降下火砕

物による短期での腐食が発生することはない。 
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d.支持架構 

支持架構は一般塗装並びに航空機墜落火災の評価における必要離隔距離を満足して

いない範囲及び最外周となる範囲には一般塗装の上に耐火被覆を施工しており，塗装

によって降下火砕物と直接接触することはない。また，塗装はエポキシ樹脂系の塗料

を使用しており，別添－２に示すとおり降下火砕物による短期での腐食が発生するこ

とはない。 

 

e.配管 

配管は一般塗装を施工しており，塗装によって降下火砕物と直接接触することはな

い。また，塗装はエポキシ樹脂系の塗料を使用しており，別添－２に示すとおり降下

火砕物による短期での腐食が発生することはない。 

 

(2) 飛来物防護ネット（G10） 

a.支持架構 

支持架構は一般塗装並びに航空機墜落火災の評価における必要離隔距離を満足して

いない範囲及び最外周となる範囲には一般塗装の上に耐火被覆を施工しており，塗装

によって降下火砕物と直接接触することはない。また，塗装はエポキシ樹脂系の塗料

を使用しており，別添－２に示すとおり降下火砕物による短期での腐食が発生するこ

とはない。 

 

b.防護ネット 

防護ネットは炭素鋼を用いており，別添－２に示すとおり炭素鋼の腐食速度は約

0.0018mm/日 程度であり，降下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 
 

c.防護板及び補助防護板 
防護板及び補助防護板のうち航空機墜落火災の評価における必要離隔距離を満足し

ている範囲はステンレスを用いており，別添－２に示すとおりステンレスの腐食速度

は約 0.021mm/日 程度であり，降下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 
防護板及び補助防護板のうち航空機墜落火災の評価における必要離隔距離を満足し

ていない範囲は耐火被覆を施工しており，塗装によって降下火砕物と直接接触するこ

とはない。また，塗装はエポキシ樹脂系の塗料を使用しており，別添－２に示すとお

り降下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 
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1.概要 

制御建屋中央制御室換気設備は塗装又は腐食し難い金属の使用により，短期での腐食

が発生しない設計とすることで，安全機能を損なわない設計としている。 

本資料は，主要構造，部位毎の設計及び使用塗料について整理し，短期での腐食が発

生しないことを確認した結果を示すものである。  

 

2.評価対象の選定について 

制御建屋中央制御室換気設備は，通常運転時は外気を取入れ中央制御室の換気を行っ

ているが，大気汚染等の非常時は外気との連絡口を遮断し中央制御室内の空気を再循環

を行い，制御室の居住性を維持するための設備である。 

そのため，制御建屋中央制御室換気設備は換気機能の維持に必要な機器として，プレ

フィルタ，高性能粒子フィルタ，空調ユニット，送風機，排風機等で構成される。構造

図を第１図に示す。 

制御建屋中央制御室換気設備の評価対象機器は，降下火砕物が直接接触する機器のう

ち，換気機能への影響を踏まえて選定する。選定結果を第１表に示す。 

選定した機器に対しては短期での腐食の影響に対して評価を行う。 

制御建屋中央制御室換気設備の表面仕様を第２表に示す。 

  

63



4-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１図 制御建屋中央制御室換気設備系統機器 構造図 

  

プレフィルタ 

外気遮断ダンパ 

高性能粒子フィルタ 

フィルタユニット 

外枠 ろ材 
外枠 

羽根 ケーシング 
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第１表 評価対象機器の選定結果(制御建屋中央制御室換気設備) 

 

機器 選定結果 選定理由 

プレフィルタ ○ 

換気機能に必要な機器（給気の流路）であり，降下

火砕物が直接接触する機器であることから，評価対

象とする。 

外気遮断ダンパ ○ 

換気機能に必要な機器（給気の流路）であり，降下

火砕物が直接接触する機器であることから，評価対

象とする。 

高性能粒子フィ

ルタ 
○ 

換気機能に必要な機器（給気の流路）であり，降下

火砕物が直接接触する機器であることから，評価対

象とする。 

空調ユニット × 

換気機能に必要な機器（空調機器）であるが，外気

取入口に設置されている高性能粒子フィルタにより

降下火砕物が捕獲されることから，降下火砕物と直

接接触しないため，評価対象外とする。 

送風機 × 

換気機能に必要な機器（給気ファン）であるが，外

気取入口に設置されている高性能粒子フィルタによ

り降下火砕物が捕獲されることから，降下火砕物と

直接接触しないため，評価対象外とする。 

排風機 × 

換気機能に必要な機器（排気ファン）であるが，外

気取入口に設置されている高性能粒子フィルタによ

り降下火砕物が捕獲されることから，降下火砕物と

直接接触しないため，評価対象外とする。 

 ＜凡例＞〇：評価対象，×：評価対象外 
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第２表 制御建屋中央制御室換気設備の表面仕様 

 

機器 部位 表面仕様 

プレフィルタ 

ラック 炭素鋼＊2 

フィルタユニット アルミニウム(外枠)及びグラスフ

ァイバー(ろ材)  

外気遮断ダンパ 

ケーシング(外面) 炭素鋼＊2 

ケーシング(内面) 炭素鋼＊2 

羽根 炭素鋼＊2 

高性能粒子フィルタ 

ケーシング(外面) 塗装＊1 

ケーシング(内面) 塗装＊1 

フィルタユニット アルミニウム(外枠)及びグラスフ

ァイバー(ろ材) 

 

 

 

 

 

 

  

【表面仕様 凡例】 

＊1：一般塗装を施工している。 

＊2：溶融亜鉛メッキを施工している。 
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3.短期での腐食の影響について 

制御建屋中央制御室換気設備の外気取入口は防雪フードが設けられており，降下火砕

物が侵入し難い構造となっている。降下火砕物が取り込まれたとしても，制御建屋中央

制御室換気設備の外気取入口には高性能粒子フィルタが２系統設置され，制御建屋中央

制御室換気設備への降下火砕物の侵入を防止する。 

 

(1) プレフィルタ 

プレフィルタのラックは炭素鋼を用いており，別添－２に示すとおり炭素鋼の腐食速

度は約 0.0018mm/日 程度であり，降下火砕物による短期での腐食が発生することはな

い。 

プレフィルタのフィルタユニット（外枠）はアルミニウムを用いており，別添－２に

示すとおりアルミニウムの腐食速度は約 0.00037mm/日 程度であり，降下火砕物による

短期での腐食が発生することはない。 

 

(2) 外気遮断ダンパ 

外気遮断ダンパは炭素鋼を用いており，別添－２に示すとおり炭素鋼の腐食速度は約

0.0018mm/日 程度であり，降下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 

 

(3) 高性能粒子フィルタ 

高性能粒子フィルタのケーシングは一般塗装を施工しており，塗装によって降下火砕

物と直接接触することはない。また，塗装はアルキッド樹脂系の塗料を使用しており，

別添－２に示すとおり降下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 

高性能粒子フィルタのフィルタユニット（外枠）はアルミニウムを用いており，別添

－２に示すとおりアルミニウムの腐食速度は約 0.00037mm/日 程度であり，降下火砕物

による短期での腐食が発生することはない。 
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1.概要 

高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納管及び通風管）は，防食処理によ

り，短期での腐食が発生しない設計とすることで，安全機能を損なわない設計としてい

る。 

本資料は，主要構造，部位毎の設計について整理し，短期での腐食が発生しないこと

を確認した結果を示すものである。 

 

2.評価対象の選定について 

高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納管/通風管）は，ガラス固化体から

発生する崩壊熱をその熱量に応じて生じる通風力によって収納管及び通風管で形成する

円環流路を流れる冷却空気で適切に除去する構造であることから，収納管及び通風管に

ついて，降下火砕物による短期での腐食の影響を考慮する。概要図を第１図に示す。 

高レベルガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納管/通風管）の評価対象機器は，降下火

砕物が直接接触する機器のうち，崩壊熱の除去機能への影響を踏まえて収納管と通風管

とする。選定結果を第１表に示す。 

選定した機器に対しては短期での腐食の影響に対して評価を行う。 

収納管及び通風管の表面仕様を第２表に示す。 
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第１図 収納管及び通風管の概要図 
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第 1表 評価対象機器の選定結果(収納管及び通風管)  

 

機器 選定結果 選定理由 

収納管 ○ 

冷却機能に必要な機器（冷却空気の流路となる機

器）であり，収納管の外面を外気が通過し降下火砕

物が直接接触する機器であることから，評価対象と

する。 

通風管 ○ 

冷却機能に必要な機器（冷却空気の流路となる機

器）であり，通風管の内面を外気が通過し降下火砕

物が直接接触する機器であることから，評価対象と

する。 
 ＜凡例＞〇：評価対象，×：評価対象外 
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第 2表 収納管及び通風管の表面仕様 
 

設備名称 機器 部位 表面仕様 

高レベル廃

液ガラス固

化建屋の貯

蔵ピット（収

納 管 / 通 風

管） 

収納管 外面 アルミニウム溶射 

通風管 内面 アルミニウム溶射 
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3.短期での腐食の影響について 

(1)収納管 
収納管は防食処理（アルミニウム溶射）を施しており，別添－２に示すとおり，降

下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 

 

(2)通風管 

通風管は防食処理（アルミニウム溶射）を施しており，別添－２に示すとおり，降

下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 
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別紙－６ 

 

ガラス固化体貯蔵設備の収納管及び通風管(第 1 ガラ

ス固化体貯蔵建屋)の 

腐食に対する設計について 
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1.概要 

第１ガラス固化体貯蔵建屋の貯蔵ピット（収納管/通風管）は，防食処理により，短

期での腐食が発生しない設計とすることで，安全機能を損なわない設計としている。 

本資料は，主要構造，部位毎の設計について整理し，短期での腐食が発生しないこと

を確認した結果を示すものである。 

 

2.評価対象の選定について 

第１ガラス固化体貯蔵建屋の貯蔵ピット（収納管/通風管）は，ガラス固化体から発

生する崩壊熱をその熱量に応じて生じる通風力によって収納管及び通風管で形成する円

環流路を流れる冷却空気で適切に除去する機構であることから，収納管及び通風管につ

いて，降下火砕物による短期での腐食の影響を考慮する。概要図を第１図に示す。 

第１ガラス固化体貯蔵建屋の貯蔵ピット（収納管/通風管）の評価対象機器は，降下

火砕物が直接接触する機器のうち，崩壊熱の除去機能への影響を踏まえて収納管と通風

管とする。選定結果を第１表に示す。 

選定した機器に対しては短期的な腐食の影響に対して評価を行う。 

収納管及び通風管の表面仕様を第２表に示す。 

 

  

77



6-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１図 収納管及び通風管の概要図 
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第１表 評価対象機器の選定結果(収納管及び通風管) 

 

機器 選定結果 選定理由 

収納管 ○ 

冷却機能に必要な機器（冷却空気の流路となる機

器）であり，収納管の外面を外気が通過し降下火砕物

が直接接触する機器であることから，評価対象とす

る。 

通風管 ○ 

冷却機能に必要な機器（冷却空気の流路となる機

器）であり，通風管の内面を外気が通過し降下火砕物

が直接接触する機器であることから，評価対象とす

る。 

＜凡例＞〇：評価対象，×：評価対象外 
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第２表 収納管及び通風管の表面仕様 
 

 
設備名称 機器 部位 表面仕様 

第 1 ガラス

固化体貯蔵

建屋の貯蔵

ピット（収納

管/通風管） 

収納管 外面 アルミニウム溶射 

通風管 内面 アルミニウム溶射 
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3.短期での腐食の影響について 

(1)収納管 
収納管は防食処理（アルミニウム溶射）を施しており，別添－２に示すとおり降下

火砕物による短期での腐食が発生することはない。 

 

(2)通風管 

通風管は防食処理（アルミニウム溶射）を施しており，別添－２に示すとおり降下

火砕物による短期での腐食が発生することはない。 
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別紙－７ 

 

第 1 非常用ディーゼル発電機の 

腐食に対する設計について 
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1. 概要 

第１非常用ディーゼル発電機は塗装又は腐食し難い金属の使用により，短期での腐食

が発生しない設計とすることで，安全機能を損なわない設計としている。 

本資料は，主要構造，部位毎の設計及び使用塗料について整理し，短期での腐食が発

生しないことを確認した結果を示すものである。  

 

2. 短期での腐食の影響について 

第１非常用ディーゼル発電機は，使用済燃料受入れ・貯蔵施設の安全性を維持するた

めに必要となる電源を所内非常用電源設備に供給するための設備であり，大きくディー

ゼル機関及び同期発電機から構成される。降下火砕物の影響を受ける可能性がある施設

は，降下火砕物を含む空気の流路となる施設であるため，第１非常用ディーゼル発電機

のうちディーゼル機関(以下「ディーゼル機関(第１DG)」について記載する。 

ディーゼル機関(第１DG)は，運転中は連続通気状態であり，著しい腐食環境になるこ

とはなく，降下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 
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第２非常用ディーゼル発電機の 

腐食に対する設計について 
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1.概要 

第２非常用ディーゼル発電機は塗装又は腐食し難い金属の使用により，短期での腐食

が発生しない設計とすることで，安全機能を損なわない設計としている。 

本資料は，主要構造，部位毎の設計及び使用塗料について整理し，短期での腐食が発

生しないことを確認した結果を示すものである。  

 

2.短期での腐食の影響について 

第２非常用ディーゼル発電機は，再処理施設の安全性を維持するために必要となる電

源を所内非常用電源設備に供給するための設備であり，大きくディーゼル機関及び同期

発電機から構成される。 

降下火砕物の影響を受ける可能性がある施設は，降下火砕物を含む空気の流路となる

施設であるため，第 2非常用ディーゼル発電機のうちディーゼル機関(以下「ディーゼ

ル機関(第２DG)」について記載する。 

ディーゼル機関(第２DG)は，運転中は連続通気状態であり，著しい腐食環境になるこ

とはなく，降下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 
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安全空気圧縮装置の腐食に対する設計について 
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1.概要 

安全空気圧縮装置は塗装又は腐食し難い金属の使用により，短期での腐食が発生しな

い設計とすることで，安全機能を損なわない設計としている。 

本資料は，主要構造，部位毎の設計及び使用塗料について整理し，短期での腐食が発

生しないことを確認した結果を示すものである。  

 

2.短期での腐食の影響について 

安全空気圧縮装置は，再処理施設の貯槽類に常時空気を供給し，水素濃度を低く保つ

ことで，水素爆発を防止するための設備であり，空気圧縮機本体，電動機，吸込フィル

タ，吸込消音器，中間冷却器，中間冷却ドレンセパレータとこれら全体を支持する支持

架台及び別置きの後置冷却器，後置冷却器ドレンセパレータによって構成される。 

安全空気圧縮装置は，運転中は連続通気状態であり，著しい腐食環境になることはな

く，降下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 
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安全冷却水系膨張槽の 

腐食に対する設計について 
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1.概要 

安全冷却水系膨張槽は塗装又は腐食し難い金属の使用により，短期での腐食が発生し

ない設計とすることで，安全機能を損なわない設計としている。 

本資料は，主要構造，部位毎の設計及び使用塗料について整理し，短期での腐食が発

生しないことを確認した結果を示すものである。  

 

2.評価対象の選定について 

安全冷却水系膨張槽は，使用済燃料受入れ・貯蔵施設の燃料貯蔵プール及び第 1非常

用ディーゼル発電機設備を含む常用・非常用機器を冷却した後の冷却水を，空気と熱交

換することで冷却する安全冷却水系設備の一部であり，冷却水の温度変化による水の膨

張及び収縮を吸収すると共に，純水供給不可時・耐震 Cクラス配管破断時における漏洩

水を補填する機能を有しており，膨張槽及び膨張槽を架台に据付けるためのスカートで

構成される。概要図を第１図に示す。 

安全冷却水系膨張槽の評価対象機器は，降下火砕物が直接接触する機器のうち，安全

冷却水系への影響を踏まえて選定する。選定結果を第１表に示す。 

選定した機器に対しては短期的な腐食の影響に対して評価を行う。 

安全冷却水系膨張槽の表面仕様を第２表，使用塗料を第３表に示す。 
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第１図 安全冷却水系膨張槽 概要図 
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第１表 評価対象機器の選定結果(安全冷却水系膨張槽)  
 

機器 選定結果 選定理由 

膨張槽 ○ 

降下火砕物が直接接触する機器であり，安全冷却

水系の運転に必要な機器（安全系冷却水の流路）であ

ることから，評価対象とする。 

スカート ○ 

降下火砕物が直接接触する機器であり，安全冷却

水系の運転に必要な機器（膨張槽の固定）であること

から，評価対象とする。 
 ＜凡例＞〇：評価対象，×：評価対象外 
 

第２表 安全冷却水系膨張槽の表面仕様 
 

設備名称 機器 部位 表面仕様 

安全冷却水

系膨張槽 

安全冷却水系 

膨張槽 

膨張槽 ステンレス 

スカート 塗装 

 

 
 

第３表 安全冷却水系膨張槽の使用塗料 

設備名称 

塗料の種類 

一般塗装 

下塗り 中塗り 上塗り 

安全冷却水系 

膨張槽 

（スカート） 

エポキシ系 エポキシ系 ポリウレタン系 

  

95



10-4 

3.短期での腐食の影響について 

膨張槽及びスカートはステンレスを用いており，別添－２に示すとおりステンレスの

腐食速度は約 0.021mm/日 程度であり，降下火砕物による短期での腐食が発生すること

はない。 

 

膨張槽のスカートは一般塗装を施工しており，塗装によって降下火砕物と直接接触す

ることはない。また，塗装はエポキシ系、ポリウレタン系の塗料を使用しており，別添

－２に示すとおり降下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 
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安全冷却水系膨張槽水位計の 

腐食に対する設計について 
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1.概要 

安全冷却水系膨張槽水位計は塗装又は腐食し難い金属の使用により，短期での腐食が

発生しない設計とすることで，安全冷却水系安全機能を損なわない設計としている。 

本資料は，主要構造，部位毎の設計及び使用塗料について整理し，短期での腐食が発

生しないことを確認した結果を示すものである。  

 

2.評価対象の選定について 

安全冷却水系膨張槽水位計は，使用済燃料貯蔵施設の燃料貯蔵プール及び第 1非常用

ディーゼル発電機設備を含む常用・非常用機器を冷却した後の冷却水を，空気と熱交換

することで冷却する安全冷却水系設備の一部であり，膨張槽の水位を検出して水位の指

示，警報の発信，弁・ポンプ等周辺機器へのインターロック信号の発信機能を有してお

り，水位検出器(差圧伝送器）とそれを収納する計器架台(収納箱)で構成される。概略

構造図を第１図に示す。 

安全冷却水系膨張槽水位計の評価対象機器は，降下火砕物が直接接触する機器のう

ち，安全冷却水系への影響を踏まえて選定する。選定結果を第１表に示す。 

選定した機器に対しては短期的な腐食の影響に対して評価を行う。 

安全冷却水系膨張槽水位計の表面仕様を第２表，使用塗料を第３表に示す。 
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第１図 安全冷却水系膨張槽水位計 概要図 

  

膨張槽水位計 計器架台(収納箱)構造 

チャンネル 
ベース 

水位検出器 
(差圧伝送器） 

(グレーチング) 

安全冷却系冷却塔 支持架構 
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第１表 評価対象機器の選定結果(安全冷却水系膨張槽水位計)  

 

機器 選定結果 選定理由 

水位検出器 

(差圧伝送器) 
○ 

降下火砕物が一部直接接触する機器であり，安全

冷却水系の運転に必要な機器（膨張槽の水位を検出

する機器）であることから，評価対象とする。 

なお，検出器本体は計器架台(収納箱)内に収納さ

れており降下火砕物と直接接触しないが，屋外に露

出しているキャピラリーチューブの評価を行う。 

計器架台 

(収納箱) 
○ 

降下火砕物が直接接触する機器であり，安全冷却

水系の運転に必要な機器（膨張槽の水位検出器を収

納・支持する機器）であることから，評価対象とす

る。 

計器架台 

支持架構 
× 

降下火砕物が直接接触する機器であり，安全冷却

水系の運転に必要な機器（膨張槽の水位検出器を収

納・支持する機器）であるが，当該支持架構は「別紙

-3 安全冷却水系冷却塔」にて評価することから，本

資料では評価対象外とする。 

 ＜凡例＞〇：評価対象，×：評価対象外 

 

 

第２表 安全冷却水系膨張槽水位計の表面仕様 

 

設備名称 機器 部位 表面仕様 

安全冷却水

系膨張槽水

位計 

水位検出器 

(差圧伝送器) 
検出部(キャピラリーチューブ) ステンレス 

計器架台 

(収納箱) 
収納箱及びチャンネルベース 塗装*1 

 

 

 

 

 

 

 

  

表面仕様の注記 

＊1：一般塗装を施工している。 
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第３表 安全冷却水系膨張槽水位計の使用塗料 

設備名称 

塗料の種類 

一般塗装 

下地塗装（２回） 仕上げ塗装（２回） 

計器架台 

(収納箱) 
ポリウレタン樹脂系 ポリウレタン樹脂系 
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3.短期での腐食の影響について 

(1) 水位検出器(差圧伝送器) 

膨張槽水位計の検出部(キャピラリーチューブ)はステンレスを用いており，別添－

２に示すとおりステンレスの腐食速度は約 0.021mm/日 程度であり，降下火砕物によ

る短期での腐食が発生することはない。 

 

(2) 計器架台(収納箱) 

膨張槽水位計計器架台の収納箱及びチャンネルベースは炭素鋼を用いており，別添

－２に示すとおり炭素鋼の腐食速度は約 0.0018mm/日 程度であり，降下火砕物による

短期での腐食が発生することはない。 
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1. 概要 

主排気筒は塗装又は腐食し難い金属を用いることにより，短期での腐食が発生しない

設計とすることで，安全機能を損なわない設計としている。また，主排気筒に接続する

屋外配管は塗装又は腐食し難い金属を用いることにより，短期での腐食が発生しない設

計とすることで，主排気筒の安全機能を損なわない設計としている。本資料は，主要構

造，部位毎の設計及び使用塗料について整理し，短期での腐食が発生しないことを確認

した結果を示すものである。  

 

2. 評価対象の選定について 

主排気筒は，せん断処理・溶解廃ガス処理設備，塔槽類廃ガス処理設備及び高レベル

廃液ガラス固化廃ガス処理設備で処理した気体状の放射性物質を前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン脱硝建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋及び分析建屋の排気系統からの全排気と低レベル廃棄物処理建屋及びチャ

ンネルボックス・バーナブル ポイズン処理建屋の排気系統からの一部の排気とともに

大気へ放出するための設備であり，排風機能を有する筒身及びそれを支持する鉄塔によ

り構成される。概要図を第１図に示す。 

主排気筒の評価対象機器は，降下火砕物が直接接触する機器のうち，排風機能への影

響を踏まえて選定する。選定結果を第 1表に示す。 

選定した機器に対しては短期的な腐食の影響に対して評価を行う。 

主排気筒の表面仕様を第２表，使用塗料を第３表に示す。 
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筒身 

鉄塔 

第１図 主排気筒概要図 
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第１表 主排気筒の評価対象機器の選定結果 

 

設備名称 機器 選定結果 選定理由 

主排気筒 

筒身 〇 
排風機能に必要な機器であり，降下火砕物が直

接接触する機器であることから，評価対象とする。 

鉄塔 ○ 

降下火砕物が直接接触する機器であり，排風機

能に必要な筒身を支持する機器であることから，

評価対象とする。 

＜凡例＞〇：評価対象，×：評価対象外 

 

 

第２表 主排気筒の表面仕様 

 

設備名称 機器 部位 表面仕様 

主排気筒 

筒身 
（必要離隔距離を満足している範囲） 塗装＊1 

（必要離隔距離を満足していない範囲） 塗装＊2 

鉄塔 
（必要離隔距離を満足している範囲） 塗装＊1 

（必要離隔距離を満足していない範囲） 塗装＊2 

＊1：一般塗装を施工している。 

＊2：一般塗装並びに航空機墜落火災の評価における必要離隔距離を満足していない範囲

には一般塗装の上に耐火被覆を施工している。 
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第３表 主排気筒の使用塗料 

設備名称 

塗料の種類＊ 

一般塗装 耐火被覆 

下塗り 中塗り 上塗り 下塗り 主材 中塗り 上塗り 

主排気筒 

変性エポキシ 

樹脂系又は 

有機ジンクリッ

チペイント 

ポリウレタン 

樹脂系 

ポリウレタン 

樹脂系 

変性エポキシ 

樹脂系 

ポリエーテル 

樹脂系 

ウレタン 

樹脂系 
フッ素樹脂系 

   ＊部位により使用塗料に差があるが，いずれかの層にはエポキシ樹脂系の塗料を使用している。 
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3. 短期での腐食の影響について 

(1) 筒身 

筒身は一般塗装並びに航空機墜落火災の評価における必要離隔距離を満足してい

ない範囲には一般塗装の上に耐火被覆を施工しており，塗装によって降下火砕物と

直接接触することはない。また，塗装はエポキシ樹脂系又はウレタン樹脂系の塗料

を使用しており，別添－２に示すとおり降下火砕物による短期での腐食が発生する

ことはない。 

 

(2) 鉄塔 

鉄塔は一般塗装並びに航空機墜落火災の評価における必要離隔距離を満足してい

ない範囲には一般塗装の上に耐火被覆を施工しており，塗装によって降下火砕物と

直接接触することはない。また，塗装はエポキシ樹脂系又はウレタン樹脂系の塗料

を使用しており，別添－２に示すとおり降下火砕物による短期での腐食が発生する

ことはない。 
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主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトの 

腐食に対する設計について 
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1.概要 

主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトは塗装又は腐食し難い金属の使用により，

短期での腐食が発生しない設計とすることで，主排気筒の安全機能を損なわない設計とし

ている。 

本資料は，主要構造，部位毎の設計及び使用塗料について整理し，短期での腐食が発生

しないことを確認した結果を示すものである。  

 

2.評価対象の選定について 

主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトは，以下のとおりである。 

・精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の屋外配管 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備の屋外配管 

・高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の屋外配管 

・前処理建屋換気設備の屋外ダクト 

・分離建屋換気設備の屋外ダクト 

・精製建屋換気設備の屋外ダクト 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備の屋外ダクト 

・高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の屋外ダクト 

 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備，塔槽類廃ガス処理設備及び高レベル廃液ガラス固化

廃ガス処理設備で処理した気体状の放射性物質を前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラ

ン脱硝建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び分析

建屋の排気系統からの全排気と低レベル廃棄物処理建屋及びチャンネルボックス・バーナ

ブル ポイズン処理建屋の排気系統からの一部の排気とともに大気へ放出するための主排気

設備の一部であり，当該排気の流路となる屋外配管・屋外ダクト及び接続部とそれらを支

持する支持構造物で構成される。 

概略系統図を第１図に，概略構造図を第 2図に示す。 

主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトの評価対象機器は，降下火砕物が直接接触

する機器のうち，排気機能への影響を踏まえて選定する。選定結果を第１表に示す。 

選定した機器に対しては短期的な腐食の影響に対して評価を行う。 

主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトの表面仕様を第２表，使用塗料を第３表に

示す。 
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平面図 

東側立面図 

：竜巻防護対象施設 

 

 

 

 

  

飛来物防護板(分離建屋) 

屋外配管 

屋外ダクト 

飛来物防護板(分離建屋) 

屋外配管 

屋外ダクト 
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平面図 

：竜巻防護対象施設 

東側立面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

飛来物防護板(精製建屋) 

屋外ダクト 

屋外配管 

屋外配管 
屋外ダクト 

飛来物防護板(精製建屋) 
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平面図 

東側立面図 

：竜巻防護対象施設 

飛来物防護板(高レベル廃液ガラス固化建屋) 

屋外ダクト 

屋外配管 

飛来物防護板(高レベル廃液ガラス固化建屋) 

屋外ダクト 屋外配管 
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屋外ダクト 

主排気筒 

屋外ダクト 
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第１表 評価対象機器の選定結果(主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクト)  
 

機器 選定結果 選定理由 

屋外配管 ○ 

降下火砕物が直接接触する機器であり，主排気筒

の排気機能に必要な機器（排気の流路となる機器）で

あることから，評価対象とする。 
なお，保温材やカバーが施工されている箇所は，降

下火砕物と直接接触しないため，評価対象外とする。 

屋外ダクト ○ 

降下火砕物が直接接触する機器であり，主排気筒

の排気機能に必要な機器（排気の流路となる機器）で

あることから，評価対象とする。 
 ＜凡例＞〇：評価対象，×：評価対象外 
 
 

第２表 主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトの表面仕様 
 

設備名称 機器 部位 表面仕様 

主排気筒に

接続する屋

外配管及び

屋外ダクト 

屋外配管 配管 ステンレス 

屋外ダクト ダクト 塗装*1 

 

 
 
 
 

表面仕様の注記 

＊1：一般塗装を施工している。 
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第 3表 主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトの使用塗料 

 

設備名称 

塗料の種類＊ 

一般塗装 耐火被覆 

下塗り 中塗り 上塗り 下塗り 主材 中塗り 上塗り 

屋外ダクト 圧膜型亜酸化鉛 
さび止ペイント 

フェノール系 塩化ゴム系 － － － － 

   ＊部位により使用塗料に差があるが、いずれかの層にはエポキシ樹脂系の塗料を使用している。 

   －：塗装無し 
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3.短期での腐食の影響について 

(1) 屋外配管 

屋外配管にはステンレスを用いており，別添－２に示すとおりステンレスの腐食速

度は約 0.021mm/日 程度であり，降下火砕物による短期での腐食が発生することはな

い。 

 

(2) 屋外ダクト 

屋外ダクトは一般塗装を施工しており，塗装によって降下火砕物と直接接触するこ

とはない。また，塗装はエポキシ樹脂系又はウレタン樹脂系の塗料を使用しており，

別添－２に示すとおり降下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 
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飛来物防護板(主排気筒接続用 屋外配管及び 

屋外ダクト 主排気筒周り) 

の腐食に対する設計について 
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1.概要 

飛来物防護板(主排気筒接続用 屋外配管及び屋外ダクト 主排気筒周り)（以下「飛

来物防護板（A1）」という。）は塗装又は腐食し難い金属の使用により，短期での腐食が

発生しない設計とすることで，主排気筒の安全機能を損なわない設計としている。本資

料は，主要構造，部位毎の設計及び使用塗料について整理し，短期での腐食が発生しな

いことを確認した結果を示すものである。  

 

2.評価対象の選定について 

(1) 飛来物防護板(A1) 

飛来物防護板(A1)は竜巻により生じる飛来物が，主排気筒並びに主排気筒に接続

する屋外配管及び屋外ダクト（以下「主排気筒他」という。）に衝突することを防止

する機能を有しており，防護板及びそれらを支持する支持架構で構成される。概要

図を第１図に示す。 

飛来物防護板(A1)の評価対象機器は，降下火砕物が直接接触する機器のうち，主

排気筒他への波及的影響を踏まえて選定する。選定結果を第１表に示す。 

選定した機器に対しては短期的な腐食の影響に対して評価を行う。 

飛来物防護板(A1)の表面仕様を第２表，使用塗料を第３表に示す。 
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第１図 飛来物防護板(A1) 概要図 
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第１表 評価対象機器の選定結果(飛来物防護板(A1)) 

 

機器 選定結果 選定理由 

支持架構 

(柱，梁，ブレー

ス) 

○ 

降下火砕物が直接接触する機器であり，防護板を

支持しており，倒壊等により主排気筒他へ波及的影

響を及ぼすことから，評価対象とする。 

防護板 ○ 

降下火砕物が直接接触する機器であり，落下等に

より主排気筒他へ波及的影響を及ぼすことから，評

価対象とする。 
＜凡例＞○：評価対象，×：評価対象外 
 
 
 

第２表 飛来物防護板(A1)の表面仕様 
 

設備名称 機器 部位 表面仕様 

飛来物防護板 

（A1） 

支持架構 ― 塗装＊1 

防護板 
（必要離隔距離を満足している範囲） ステンレス 

（必要離隔距離を満足していない範囲） 塗装＊2 

＊1：一般塗装を施工している。 

＊2：耐火被覆を施工している 
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第３表 飛来物防護板(A1)の使用塗料 
 

設備名称 

塗料の種類＊ 

一般塗装 耐火被覆 

下塗り 中塗り 上塗り 下塗り 主材 中塗り 上塗り 

飛来物防護板(A1) 

変性エポキシ 

樹脂系又は 

有機ジンクリッ

チペイント 

エポキシ 

樹脂系又は 

変性エポキシ 

樹脂系 

塩化ゴム系， 

変性エポキシ 

樹脂系又は 

フッ素樹脂系 

変性エポキシ 

樹脂系 

ポリエーテル 

樹脂系 

変性エポキシ 

樹脂系 
フッ素樹脂系 

   ＊部位により使用塗料に差があるが、いずれかの層にはエポキシ樹脂系の塗料を使用している。 
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3.短期での腐食の影響について 

(1) 飛来物防護板（A1） 

a.支持架構 

支持架構は一般塗装を施工しており，塗装によって降下火砕物と直接接触すること

はない。また，塗装はエポキシ樹脂系の塗料を使用しており，別添－２に示すとおり

降下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 

 

b.防護板 
防護板のうち航空機墜落火災の評価における必要離隔距離を満足している範囲はス

テンレスを用いており，別添－２に示すとおりステンレスの腐食速度は約 0.021mm/日 

程度であり，降下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 
防護板のうち航空機墜落火災の評価における必要離隔距離を満足していない範囲は

耐火被覆を施工しており，塗装によって降下火砕物と直接接触することはない。ま

た，塗装はエポキシ樹脂系の塗料を使用しており，別添－２に示すとおり降下火砕物

による短期での腐食が発生することはない。 
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飛来物防護板(主排気筒接続用 屋外配管及び屋外ダ

クト 分離建屋屋外) 

の腐食に対する設計について 
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1.概要 

飛来物防護板(主排気筒接続用 屋外配管及び屋外ダクト 分離建屋屋外)（以下「飛

来物防護板（AB）」という。）は塗装又は腐食し難い金属の使用により，短期での腐食が

発生しない設計とすることで，分離建屋屋外に設置している主排気筒接続用の屋外配管

及び屋外ダクトの安全機能を損なわない設計としている。本資料は，主要構造，部位毎

の設計及び使用塗料について整理し，短期での腐食が発生しないことを確認した結果を

示すものである。  

 

2.評価対象の選定について 

(1) 飛来物防護板(AB) 

飛来物防護板(AB)は竜巻により生じる飛来物が，主排気筒に接続する屋外配管及

び屋外ダクト（以下「屋外配管等」という。）に衝突することを防止する機能を有し

ており，防護板及びそれらを支持する支持架構で構成される。概要図を第１図に示

す。 

飛来物防護板(AB)の評価対象機器は，降下火砕物が直接接触する機器のうち，分

離建屋の屋外配管等への波及的影響を踏まえて選定する。選定結果を第１表に示

す。 

選定した機器に対しては短期的な腐食の影響に対して評価を行う。 

飛来物防護板(AB)の表面仕様を第２表，使用塗料を第３表に示す。 
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第１図 飛来物防護板(AB) 概要図 

  

防護板 防護ネット 
防護板 

分離建屋 
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第１表 評価対象機器の選定結果(飛来物防護板(AB)) 

 

機器 選定結果 選定理由 

支持架構 

(柱，梁，ブレー

ス) 

〇 

降下火砕物が直接接触する部位が存在し，防護板

を支持しており，倒壊等により分離建屋換気設備及

び分離建屋塔槽類廃ガス処理設備へ波及的影響を及

ぼすことから，評価対象とする。 

防護板 ○ 

降下火砕物が直接接触する機器であり，落下等に

より分離建屋換気設備及び分離建屋塔槽類廃ガス処

理設備へ波及的影響を及ぼすことから，評価対象と

する。 
＜凡例＞〇：評価対象，×：評価対象外 
 
 
 

第２表 飛来物防護板(AB)の表面仕様 
 

設備名称 機器 部位 表面仕様 

飛来物防護板 

（AB） 

支持架構 

（防護板で覆われている部位及び 

必要離隔距離を満足している範囲） 
塗装＊1 

（必要離隔距離を満足していない範囲） 塗装＊2 

防護板 
（必要離隔距離を満足している範囲） ステンレス 

（必要離隔距離を満足していない範囲） 塗装＊3 

＊1：一般塗装を施工している。 

＊2：一般塗装並びに航空機墜落火災の評価における必要離隔距離を満足していない範囲

には耐火被覆を施工している。 

＊3：耐火被覆を施工している。 
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第３表 飛来物防護板(AB)の使用塗料 
 

設備名称 

塗料の種類＊ 

一般塗装 耐火被覆 

下塗り 中塗り 上塗り 下塗り 主材 中塗り 上塗り 

飛来物防護板（AB） 
変性エポキシ 

樹脂系 

エポキシ 

樹脂系 
塩化ゴム系 

変性エポキシ 

樹脂系 

ポリエーテル 

樹脂系 

変性エポキシ 

樹脂系 
フッ素樹脂系 

   ＊部位により使用塗料に差があるが，いずれかの層にはエポキシ樹脂系の塗料を使用している。 
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3.短期での腐食の影響について 

(1) 飛来物防護板（AB） 

a.支持架構 

支持架構は一般塗装並びに航空機墜落火災の評価における必要離隔距離を満足して

いない範囲には耐火被覆を施工しており，塗装によって降下火砕物と直接接触するこ

とはない。また，塗装はエポキシ樹脂系の塗料を使用しており，別添－２に示すとお

り降下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 

 

b.防護板 
防護板のうち航空機墜落火災の評価における必要離隔距離を満足している範囲はス

テンレスを用いており，別添－２に示すとおりステンレスの腐食速度は約 0.021mm/日 

程度であり，降下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 
防護板のうち航空機墜落火災の評価における必要離隔距離を満足していない範囲は

耐火被覆を施工しており，塗装によって降下火砕物と直接接触することはない。ま

た，塗装はエポキシ樹脂系の塗料を使用しており，別添－２に示すとおり降下火砕物

による短期での腐食が発生することはない。 
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飛来物防護板(主排気筒接続用 屋外配管及び 

屋外ダクト 精製建屋屋外) 

の腐食に対する設計について 
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1.概要 

飛来物防護板(主排気筒接続用 屋外配管及び屋外ダクト 精製建屋屋外)（以下「飛

来物防護板（AC）」という。）は塗装又は腐食し難い金属の使用により，短期での腐食が

発生しない設計とすることで，精製建屋屋外に設置されている主排気筒接続用の屋外配

管及び屋外ダクトの安全機能を損なわない設計としている。本資料は，主要構造，部位

毎の設計及び使用塗料について整理し，短期での腐食が発生しないことを確認した結果

を示すものである。  

 

2.評価対象の選定について 

(1) 飛来物防護板(AC) 

飛来物防護板(AC)は竜巻により生じる飛来物が，主排気筒に接続する屋外配管及

び屋外ダクト（以下「屋外配管等」という。）に衝突することを防止する機能を有

しており，防護板及びそれらを支持する支持架構で構成される。概要図を第１図に

示す。 

飛来物防護板(AC)の評価対象機器は，降下火砕物が直接接触する機器のうち，精

製建屋の屋外配管等への波及的影響を踏まえて選定する。選定結果を第１表に示

す。 

選定した機器に対しては短期的な腐食の影響に対して評価を行う。 

飛来物防護板(AC)の表面仕様を第２表，使用塗料を第３表に示す。 
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第１図 飛来物防護板(AC) 概要図 

  

防護板 

精製建屋 
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第１表 評価対象機器の選定結果(飛来物防護板(AC)) 

 

機器 選定結果 選定理由 

支持架構 

(柱，梁，ブレー

ス) 

〇 

降下火砕物が直接接触する部位が存在し，防護板

を支持しており，倒壊等により精製建屋換気設備へ

波及的影響を及ぼすことから，評価対象とする。 

防護板 ○ 

降下火砕物が直接接触する機器であり，落下等に

より精製建屋換気設備へ波及的影響を及ぼすことか

ら，評価対象とする。 
＜凡例＞〇：評価対象，×：評価対象外 
 
 
 

第２表 飛来物防護板(AC)の表面仕様 
 

設備名称 機器 部位 表面仕様 

飛来物防護板 

（AC） 

支持架構 

（防護板で覆われている部位及び 
必要離隔距離を満足している範囲） 

塗装＊1 

（必要離隔距離を満足していない範囲） 塗装＊2 

防護板 
（必要離隔距離を満足している範囲） ステンレス 

（必要離隔距離を満足していない範囲） 塗装＊3 

＊1：一般塗装を施工している。 

＊2：一般塗装並びに航空機墜落火災の評価における必要離隔距離を満足していない範囲

には耐火被覆を施工している。 

＊3：耐火被覆を施工している。 
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第３表 飛来物防護板(AC)の使用塗料 
 

設備名称 

塗料の種類＊ 

一般塗装 耐火被覆 

下塗り 中塗り 上塗り 下塗り 主材 中塗り 上塗り 

飛来物防護板（AC） 
変性エポキシ 

樹脂系 

エポキシ 

樹脂系 
塩化ゴム系 

変性エポキシ 

樹脂系 

ポリエーテル 

樹脂系 

変性エポキシ 

樹脂系 
フッ素樹脂系 

   ＊部位により使用塗料に差があるが，いずれかの層にはエポキシ樹脂系の塗料を使用している。 
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3.短期での腐食の影響について 

(1) 飛来物防護板（AC） 

a.支持架構 

支持架構は一般塗装並びに航空機墜落火災の評価における必要離隔距離を満足して

いない範囲には耐火被覆を施工しており，塗装によって降下火砕物と直接接触するこ

とはない。また，塗装はエポキシ樹脂系の塗料を使用しており，別添－２に示すとお

り降下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 

 

b.防護板 
防護板のうち航空機墜落火災の評価における必要離隔距離を満足している範囲はス

テンレスを用いており，別添－２に示すとおりステンレスの腐食速度は約 0.021mm/日 

程度であり，降下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 
防護板のうち航空機墜落火災の評価における必要離隔距離を満足していない範囲は

耐火被覆を施工しており，塗装によって降下火砕物と直接接触することはない。ま

た，塗装はエポキシ樹脂系の塗料を使用しており，別添－２に示すとおり降下火砕物

による短期での腐食が発生することはない。 
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飛来物防護板(主排気筒接続用 屋外配管及び 

屋外ダクト 高レベル廃液ガラス固化建屋屋外) 

の腐食に対する設計について 
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1.概要 

飛来物防護板(主排気筒接続用 屋外配管及び屋外ダクト 高レベル廃液ガラス固化

建屋屋外)（以下「飛来物防護板（KA）」という。）は塗装又は腐食し難い金属の使用に

より，短期での腐食が発生しない設計とすることで，高レベル廃液ガラス固化建屋屋外

に設置されている主排気筒接続用の屋外配管及び屋外ダクトの安全機能を損なわない設

計としている。本資料は，主要構造，部位毎の設計及び使用塗料について整理し，短期

での腐食が発生しないことを確認した結果を示すものである。  

 

2.評価対象の選定について 

(1) 飛来物防護板(KA) 

飛来物防護板(KA)は竜巻により生じる飛来物が，主排気筒に接続する屋外配管及

び屋外ダクト（以下「屋外配管等」という。)に衝突することを防止する機能を有し

ており，防護板及びそれらを支持する支持架構で構成される。概要図を第１図に示

す。 

飛来物防護板(KA)の評価対象機器は，降下火砕物が直接接触する機器のうち，高

レベル廃液ガラス固化建屋の屋外配管等への波及的影響を踏まえて選定する。選定

結果を第１表に示す。 

選定した機器に対しては短期的な腐食の影響に対して評価を行う。 

飛来物防護板(KA)の表面仕様を第２表，使用塗料を第３表に示す。 
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第１図 飛来物防護板(KA) 概要図 

  

防護板 

高レベル廃液ガラス固化建屋 
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第１表 評価対象機器の選定結果(飛来物防護板(KA)) 

 

機器 選定結果 選定理由 

支持架構 

(柱，梁，ブレー

ス) 

○ 

降下火砕物が直接接触する部位が存在し，防護板

を支持しており，倒壊等により高レベル廃液ガラス

固化建屋換気設備，高レベル廃液ガラス固化廃ガス

処理設備及び高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃

ガス処理設備へ波及的影響を及ぼすことから，評価

対象とする。 

防護板 ○ 

降下火砕物が直接接触する機器であり，落下等に

より高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備，高レベ

ル廃液ガラス固化廃ガス処理設備及び高レベル廃液

ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備へ波及的影響

を及ぼすことから，評価対象とする。 
＜凡例＞○：評価対象，×：評価対象外 
 
 
 

第２表 飛来物防護板(KA)の表面仕様 
 

設備名称 機器 部位 表面仕様 

飛来物防護板 

（KA） 

支持架構 ― 塗装＊1 

防護板 ― ステンレス 

＊1：一般塗装を施工している。 
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第３表 飛来物防護板(KA)の使用塗料 
 

設備名称 

塗料の種類＊ 

一般塗装 耐火被覆 

下塗り 中塗り 上塗り 下塗り 主材 中塗り 上塗り 

飛来物防護板(KA) 
変性エポキシ 

樹脂系 

エポキシ 

樹脂系 
塩化ゴム系 ― ― ― ― 

   ＊部位により使用塗料に差があるが，いずれかの層にはエポキシ樹脂系の塗料を使用している。 
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3.短期での腐食の影響について 

(1) 飛来物防護板(KA)  
a.支持架構 

支持架構は一般塗装を施工しており，塗装によって降下火砕物と直接接触すること

はない。また，塗装はエポキシ樹脂系の塗料を使用しており，別添－２に示すとおり

降下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 

 

b.防護板 
防護板はステンレスを用いており，別添－２に示すとおりステンレスの腐食速度は

約 0.021mm/日 程度であり，降下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 
また，塗装はエポキシ樹脂系の塗料を使用しており，別添－２に示すとおり降下火

砕物による短期での腐食が発生することはない。 
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北換気筒の腐食に対する設計について 
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1. 概要 

北換気筒は塗装又は腐食し難い金属を用いることにより，短期での腐食が発生しない

設計とすることで，安全機能を損なわない設計としている。また，北換気筒に接続する

屋外配管は塗装又は腐食し難い金属を用いることにより，短期での腐食が発生しない設

計とすることで，北換気筒の安全機能を損なわない設計としている。本資料は，主要構

造，部位毎の設計及び使用塗料について整理し，短期での腐食が発生しないことを確認

した結果を示すものである。  

 

2. 評価対象の選定について 

北換気筒は，ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類排ガス処理設備からの気体状の放射

性物質をろ過した排ガス及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，第 1ガラス固化体貯蔵建

屋，ハル・エンドピース貯蔵建屋，ガラス固化体受入れ建屋，ガラス固化体貯蔵建屋 B

棟の換気設備からの一部の排気を大気へ放出するための設備であり，排風機能を有する

筒身及びそれを支持する鉄塔により構成される。概要図を第 1図に示す。 

北換気筒の評価対象機器は，降下火砕物が直接接触する機器のうち，排風機能への影

響を踏まえて選定する。選定結果を第 1表に示す。 

選定した機器に対しては短期的な腐食の影響に対して評価を行う。 

北換気筒の表面仕様を第 2表，使用塗料を第 3表に示す。 
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筒身 

鉄塔 

第 1 図 北換気筒概要図(数値の単位：mm) 
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第 1表 北換気筒の評価対象機器の選定結果 

 

設備名称 機器 選定結果 選定理由 

北換気筒 

筒身 〇 

排風機能に必要な機器であり，降下火砕物が直接

接触する機器であることから，評価対象とする。 
 

鉄塔 ○ 

降下火砕物が直接接触する機器であり，排風機能

に必要な筒身を支持する機器であることから，評

価対象とする。 

＜凡例＞〇：評価対象，×：評価対象外 
 

 

第 2表 北換気筒の表面仕様 

 

設備名称 機器 部位 表面仕様 

北換気筒 
筒身 ― 塗装＊1 

鉄塔 ― 塗装＊1 

＊1：一般塗装を施工している。 
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第 3表 北換気筒の使用塗料 

設備名称 

塗料の種類＊ 

一般塗装 耐火被覆 

下塗り 中塗り 上塗り 下塗り 主材 中塗り 上塗り 

北換気筒 

(筒身外面，

鉄塔) 

エポキシ 

樹脂系 

ポリウレタン 
樹脂系 

ポリウレタン 
樹脂系 

－ － － － 

北換気筒 

(筒身内面) 

エポキシ 

樹脂系 

エポキシ 
樹脂系 

エポキシ 
樹脂系 

－ － － － 

   ＊部位により使用塗料に差があるが、いずれかの層にはエポキシ樹脂系の塗料を使用している。 
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3. 短期での腐食の影響について 

(1) 筒身 

筒身は一般塗装を施工しており，塗装によって降下火砕物と直接接触することは

ない。また，塗装はエポキシ樹脂系又はウレタン樹脂系の塗料を使用しており，別

添－２に示すとおり降下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 
 

(2) 鉄塔 
鉄塔は一般塗装を施工しており，塗装によって降下火砕物と直接接触することは

ない。また，塗装はエポキシ樹脂系の塗料を使用しており，別添－２に示すとおり

降下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 
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ガラス固化体貯蔵設備の収納管及び通風管(ガラス固

化体貯蔵建屋)の 

腐食に対する設計について 
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1.概要 

ガラス固化体貯蔵建屋の貯蔵ピット（収納管/通風管）は防食処理により，短期での腐

食が発生しない設計とすることで，安全機能を損なわない設計としている。 

本資料は，主要構造，部位毎の設計について整理し，短期での腐食が発生しないことを

確認した結果を示すものである。 

 

2.評価対象の選定について 

ガラス固化体貯蔵建屋の貯蔵ピット（収納管/通風管）は，ガラス固化体から発生する

崩壊熱をその熱量に応じて生じる通風力によって収納管及び通風管で形成する円環流路

を流れる冷却空気で適切に除去する構造であることから，収納管及び通風管について，降

下火砕物による短期での腐食の影響を考慮する。概要図を第１図に示す。 

ガラス固化体貯蔵建屋の貯蔵ピット（収納管/通風管）の評価対象機器は，降下火砕物

が直接接触する機器のうち，崩壊熱の除去機能への影響を踏まえて収納管と通風管とす

る。選定結果を第１表に示す。 

選定した機器に対しては短期での腐食の影響に対して評価を行う。 

収納管及び通風管の表面仕様を第２表に示す。 
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第１図 収納管及び通風管の概要図 
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第１表 評価対象機器の選定結果(収納管及び通風管) 

 

機器 選定結果 選定理由 

収納管 ○ 

冷却機能に必要な機器（冷却空気の流路となる機

器）であり，収納管の外面を外気が通過し降下火砕物

が直接接触する機器であることから，評価対象とす

る。 

通風管 ○ 

冷却機能に必要な機器（冷却空気の流路となる機

器）であり，通風管の内面を外気が通過し降下火砕物

が直接接触する機器であることから，評価対象とす

る。 
 ＜凡例＞〇：評価対象，×：評価対象外 
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第２表 収納管及び通風管の表面仕様 
 

設備名称 機器 部位 表面仕様 

ガラス固化

体貯蔵建屋

の貯蔵ピッ

ト（収納管/

通風管） 

収納管 外面 アルミニウム溶射 

通風管 内面 アルミニウム溶射 

 
 
 
 
  

161



19-5 

3.短期での腐食の影響について 

(1)収納管 
収納管は防食処理（アルミニウム溶射）を施しており，別添－２に示すとおり，降

下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 

 

(2)通風管 

収納管は防食処理（アルミニウム溶射）を施しており，別添－２に示すとおり，降

下火砕物による短期での腐食が発生することはない。 
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1. 概要 

ガラス固化体貯蔵建屋 B棟の貯蔵ピット（収納管/通風管）は防食処理により，短期で

の腐食が発生しない設計とすることで，安全機能を損なわない設計としている。 

本資料は，主要構造，部位毎の設計について整理し，短期での腐食が発生しないことを

確認した結果を示すものである。 

 

2. 評価対象の選定について 

ガラス固化体貯蔵建屋 B棟の貯蔵ピット（収納管/通風管）は，ガラス固化体から発生

する崩壊熱をその熱量に応じて生じる通風力によって収納管及び通風管で形成する円環

流路を流れる冷却空気で適切に除去する構造であることから，収納管及び通風管につい

て，降下火砕物による短期での腐食の影響を考慮する。概要図を第１図に示す。 

ガラス固化体貯蔵建屋 B棟の貯蔵ピット（収納管/通風管）の評価対象機器は，降下火

砕物が直接接触する機器のうち，崩壊熱の除去機能への影響を踏まえて収納管と通風管

とする。選定結果を第１表に示す。 

選定した機器に対しては短期での腐食の影響に対して評価を行う。 

収納管及び通風管の表面仕様を第２表に示す。 
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第 1図 収納管及び通風管の概要図 
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第１表 評価対象機器の選定結果(収納管及び通風管) 

 

機器 選定結果 選定理由 

収納管 ○ 

冷却機能に必要な機器（冷却空気の流路となる機

器）であり，収納管の外面を外気が通過し降下火砕物

が直接接触する機器であることから，評価対象とす

る。 

通風管 ○ 

冷却機能に必要な機器（冷却空気の流路となる機

器）であり，通風管の内面を外気が通過し降下火砕物

が直接接触する機器であることから，評価対象とす

る。 
 ＜凡例＞〇：評価対象，×：評価対象外 
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第２表 収納管及び通風管の表面仕様 

 
設備名称 機器 部位 表面仕様 

ガラス固化

体貯蔵建屋

B 棟の貯蔵

ピット（収納

管/通風管） 

収納管 外面 アルミニウム溶射 

通風管 内面 アルミニウム溶射 
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3. 短期での腐食の影響について 

(1)収納管 
収納管は防食処理（アルミニウム溶射）を施しており，別添－２に示すとおり降下

火砕物による短期での腐食が発生することはない。 

 

(2)通風管 

収納管は防食処理（アルミニウム溶射）を施しており，別添－２に示すとおり降下

火砕物による短期での腐食が発生することはない。 
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